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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

ファミリー・サ

ポート・セン

ター事業

子育てを手伝って欲しい人と手伝ってあげたい人が会員となり、

子どもの一時的な預かりや保育園・幼稚園等への送迎などの子育

てを支え合う事業を支援します。

利用件数　　　491件

おねがい会員　166人

まかせて会員 　 45人

両方会員　　　　1人

利用件数　　　547件

おねがい会員　169人

まかせて会員 　 48人

両方会員　　　　1人

利用件数      　414件

おねがい会員　169人

まかせて会員 　 55人

両方会員　　　　1人

利用件数      　811件

おねがい会員　185人

まかせて会員 　58人

両方会員　　　　3人

利用件数      　732件

おねがい会員　212人

まかせて会員 　58人

両方会員　　　　3人
こども支援課

放課後児童健全

育成事業

市内すべての小学校区で実施している放課後児童クラブの保育環

境の整備に努めます。また、対象年齢の拡大に伴い、受け入れ施

設の改修を検討します。

登録者：822人

（R２.4.1現在）

登録者：852人

（R3.4.1現在）

継続

登録者：856人

（R5.3.31現在）

継続

登録者：861人

（R6.3.31現在）

継続

登録者：908人

（R7.3.31現在）
こども育成課

病児保育 病気や病気の回復期などにあり就労などにより保育の必要がある

児童を施設で預かる事業です。本市においては、事業実施に向

け、病院等に同事業の併設を盛り込むよう今後も働きかけを行い

ます。

病気を患い保育所、幼稚園等で保

育することが困難な児童を一時的

に保育する病児保育施設を白河厚

生総合病院敷地内に建設し児童の

福祉の向上を図った。

利用者　101人

病気を患い保育所、幼稚園等で保

育することが困難な児童を一時的

に保育する病児保育施設を白河厚

生総合病院敷地内に建設し児童の

福祉の向上を図った。

利用者２０１名

延べ利用人数

207名

延べ利用人数

252名

延べ利用人数

349名

こども育成課

一時預かり保育

事業

本市では、現在公立１園私立３園の保育園で一時預かり保育事業

を実施しています。今後は、通常保育の児童と同様の保育時間の

実現、土曜日も平日と同様の保育時間での事業実施により、保護

者の緊急な保育の要望に対応できるように努めます。

継続 継続

利用者８６３名

利用者　1,144名 利用者　1,303名 利用者　1,347名

こども育成課

保護者の利便性を図るため、ファミリー・サポート・センター及

びおひさまひろば（地域子育て支援拠点事業）でも保護者の私用

等に伴う、短時間の一時預かりを行います。

利用件数

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ　117件

おひさまひろば 　  95件

利用件数

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ　92件

おひさまひろば 　  104件

利用件数

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ　99件

おひさまひろば 　  111件

利用件数

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ　156件

おひさまひろば 　    223件

利用件数

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ　145件

おひさまひろば 　   162件
こども支援課

幼稚園預かり保

育事業

本市では、公立８園、私立５園の全ての幼稚園で、保護者の希望

に応じて通常の保育時間外に、子どもを引き続き預かる「預かり

保育事業」を実施しています。核家族化や夫婦共働き家庭の増加

などを考慮し、今後も預かり保育内容の充実を図ります。

継続 継続 令和5年3月現在　499名 令和６年3月現在

利用対象者　629名

令和6年3月31日現在

施設等利用給付申請における新2号認

定者　360名 こども育成課

地域子育て支援

拠点事業

乳幼児とその保護者が気軽に集い、語り合い、交流する場を設

け、必要に応じて育児相談や子育て情報の提供を行います。

利用者数

こども　6,504人

大人　　5,634人

一時預かり事業を実施

利用者数

こども　7,205人

大人　　6,228人

一時預かり事業を実施

利用者数

こども　5,662人

大人　　4,974人

一時預かり事業を実施

利用者数

こども　5,972人

大人　　5,514人

一時預かり事業を実施

利用者数

こども　6,268人

大人　　5,879人

一時預かり事業を実施

こども支援課

民間事業者

子育て支援・地

域活動事業

市内の認可保育園12園は、毎月１、２回、保育園を開放し、未

就園親子を中心に触れあい遊びや育児相談を行います。

継続 継続 実施園　4園

延べ26回実施

実施園　10園

延べ75回実施

実施園　11園

延べ147回実施
こども育成課

（１）

地域に

おける

子育て

支援

サービ

スの充

実

担当課概　要
基本

施策
施 策

実施状況
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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課概　要

基本

施策
施 策

実施状況

家庭児童相談事

業

家庭児童相談室では、０歳から18歳までの児童を対象に知能、

性格、言語、心身障がい、家庭環境など、子どもを取り巻くいろ

いろな課題についての相談に応じます。

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     43件

継続　1,659件

合計　1,702件

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     40件

継続　1,971件

合計　2,011件

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     57件

継続　1,745件

合計　1,802件

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     36件

継続　2,238件

合計　2,274件

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     34件

継続　2,400件

合計　2,434件

こども支援課

ホームスタート

事業

未就学児を持つ引きこもりがちな親を対象に、地域の子育て経験

者が定期的に家庭を訪問し、地域社会との関わりを手助けするこ

とで、孤立化や児童虐待の未然防止につなげる活動を支援しま

す。

登録者数

オーガナイザー　3人

ホームビジター　36人

訪問回数　16家庭（延べ90回）

登録者数

オーガナイザー　3人

ホームビジター　37人

訪問回数　18家庭（延べ123

回）

登録者数

オーガナイザー　3人

ホームビジター　31人

訪問回数　15家庭（延べ82回）

登録者数

トラスティー兼オーガナイザー　１人

オーガナイザー　３人

ホームビジター　２７人

訪問回数　13家庭（延べ77回）

登録者数

トラスティー兼オーガナイザー　1人

オーガナイザー　3人

ホームビジター　23人

訪問回数　20家庭（延べ111回）

こども支援課

子どもの居場所

づくり支援事業

様々な支援を必要とする子どもたちのために、地域での居場所

（こども食堂）をつくり、食事・団らんの場の提供や学習支援を

行います。

・委託事業＜１か所＞

　開催回数44回、年間利用人数

延べ1,022人。

・補助事業＜計3か所＞

　開催回数計54回、年間利用人

数延べ計3,650人。

・委託事業＜１か所＞

　開催回数41回、年間利用人数

延べ1,149人

・補助事業＜計５か所＞

　開催回数計103回、年間利用人

数延べ計3,852人

・委託事業＜１か所＞

　開催回数44回

　年間利用人数延べ　1,105人

・補助事業＜計５か所＞

　開催回数計　73回

　年間利用人数延べ　4,419人

・委託事業＜１か所＞

　開催回数44回

　年間利用人数延べ　1,259人

・補助事業＜計５か所＞

　開催回数計　72回

　年間利用人数延べ　4,358人

・委託事業＜1か所＞

　開催回数　40回

　年間利用人数延べ　1,133人

・補助事業＜計8か所＞

　開催回数計　117回

　年間利用人数延べ　5,088人

こども支援課

白河っ子応援事

業

保育園・幼稚園の４歳児を対象にすこやか相談会やフォローアッ

プ訪問を開催します。

・すこやか相談会

　回数：39回

　実施児童数：474名

・フォローアップ訪問

　回数：23回

　実施児童数：62名

・巡回相談

　回数: 34回

　実施児童数： 185名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:　3回

  ペアレントトレーニング　0回

・白河っ子応援事業連携会議 1回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   　6回　6人

・小学校見学同行支援　　11人

・すこやか相談会

　回数：32回

　実施児童数：441名

・フォローアップ訪問

　回数：23回

　実施児童数：64名

・巡回相談

　回数: 37回

　実施児童数： 207名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:　3回

  ペアレントトレーニング　4回

  愛着障害研修会　3回

・白河っ子応援事業連携会議 1回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   　８回　8人

・小学校見学同行支援　　5人

・すこやか相談会

　回数：42回

　実施児童数：431名

・フォローアップ訪問

　回数：24回

　実施児童数：52名

・巡回相談

　回数: 24回

　実施児童数： 112名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回

・白河っ子応援事業連携会議 　2

回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   3回　3人

・小学校見学同行支援　2人

・すこやか相談会

　回数：51回

　実施児童数：322名

・フォローアップ訪問

　回数：27回

　実施児童数：236名(年中児・

年長児のフォローアップ児・経過

観察児）

・巡回相談

　回数: 23回

　実施児童数：延112名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回

 ・白河っ子応援事業連携会議

2回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　  0回　0人

・小学校見学同行支援　延19人

・すこやか相談会

　回数：48回

　実施児童数：269名

・フォローアップ訪問

　回数：20回

　実施児童数：219名(年中児・年長

児のフォローアップ児・経過観察児）

・健診事後訪問

　回数: 39回　実施児童数：延232人

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回　人数：15名

 ・白河っ子応援事業連携会議（支援

課・育成課・教育委員会の関係者との

連携会議）

　回数：1回　人数：7名

・小学校見学同行支援　延8人

※特別支援教育情報提供相談会は情報

提供のみ行った

こども支援課

こども育成課

白河っ子応援セ

ンター「ぽっか

ぽか」

妊娠期から子育て期までの必要な情報を、ホームページ、スマー

トフォン向けアプリ、子育て支援ガイドブックにより提供しま

す。また、窓口に専門職員を配置し、ワンストップできめ細やか

な相談支援を行います。

継続 継続 継続 継続 継続

こども支援課

（１）

地域に

おける

子育て

支援

サービ

スの充

実
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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課概　要

基本

施策
施 策

実施状況

子育て短期支援

事業

保護者が疾病、仕事その他の身体上若しくは精神上若しくは生活

環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的

に困難となった場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行

うことのできる施設において、一時的に養育又は保護を行います

。

利用件数17件

利用日数17日

利用件数28件

利用日数35日

利用件数28件

利用日数35日

利用件数　  96件

利用日数　108日

こども支援課

白河っ子家事・

育児サポート事

業

家事・育児等に不安・負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤング

ケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家族が抱え

る不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を行いま

す。

申請件数2件

利用件数0件

申請件数　6件

利用件数　6件

利用時間総数　40時間
こども支援課

通常保育事業 保育指針に基づく適切な保育を提供し、子どもが成長できる環境

づくりに努めるなど、一層の保育内容の充実を図ります。

継続

公立6園、私立10園

継続

公立5園、私立11園

継続 継続

公立5園、私立11園

継続

公立5園、私立11園 こども育成課

民間事業者等

延長保育事業 労働時間の多様化などによる保護者ニーズに対応するため、延長

保育事業を拡充していきます。

継続 継続 私立３園実施

　みのり保育園　延べ457人

　白河保育園　延べ540人

　らのみな　延べ288人

私立３園実施

　みのり保育園　延べ416人

　白河保育園　延べ576人

　らのみな　延べ251人

私立３園実施

　みのり保育園　延べ346人

　白河保育園　延べ341人

　らのみな　延べ313人

こども育成課

民間事業者等

障がい児保育事

業

障がい児保育指導員を置き、障がい児保育に関する調査や指導を

行うほか、保護者に対する相談、助言を実施します。

継続 継続 相談件数　延べ35人 相談件数　延べ15人 すこやか相談会、フォローアップ訪問

に移行したため、実施なし こども育成課

民間事業者等

待機児童の解消 待機児童を解消するため、必要に即した保育士を確保するほか、

保護者ニーズに対応した施設整備に努めます。

前年度から引き続き、認定こども

園の創設に対し、事業費の一部補

助を行い、令和3年3月に認定こ

ども園「らのみな」が完成とな

利用者が少ない関の森保育園は4

月から休園。

認定こども園「らのみな」が4月

から開園。

保育士確保補助　5人 保育士確保補助　４人 保育士確保補助　7人

こども育成課

乳児保育の実施 生後６か月から入園できる乳児保育を継続していきます。 継続 継続 ０歳児入所児童

　112人

０歳児入所児童

　96人

令和7年3月1日現在

０歳児入所児童

　100人

こども育成課

民間事業者等

保育の質の向上 職員が適切に子どもの成長を支援できる研修等を開催し、保育の

質の向上を推進していきます。

全体講習会：２回開催 コロナの影響により活動実勢は無

し

・保育の質の向上のための研修

・子育て支援講演会

各１回実施（延べ92名参加）

・保育の質の向上のための研修

・子育て支援講演会

各１回実施（延べ82名参加）

・保育の質の向上のための研修

「保育現場における不適切な保育を考

える」

1回実施　参加人数：78名

こども育成課

民間事業者等

子育て支援の

ネットワーク

子育て支援サービスの質の向上と、効果的な提供体制を構築する

ため、庁内関係部所の連携強化を図るとともに、ＮＰＯ、民間事

業者及び様々な地域活動団体と協働し、官民の枠を越えた地域に

おける子育て支援のネットワーク化を促進します。

要保護児童対策地域協議会を活用

した子育て支援のネットワーク化

を推し進めた。

要保護児童対策地域協議会を活用

した子育て支援のネットワーク化

を推し進めた。

要保護児童対策地域協議会を活用

した子育て支援のネットワーク化

を推し進めた。

要保護児童対策地域協議会を活用

した子育て支援のネットワーク化

を推し進めた。

要保護児童対策地域協議会を活用した

子育て支援のネットワーク化を推し進

めた。
こども支援課

民間事業者等

子育てに関する

意識啓発

地域住民の多くが子育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育

て家庭を支えることができるよう、子育てに関する意識啓発を進

めます。

継続 継続 継続 継続 継続

こども支援課

（１）

地域に

おける

子育て

支援

サービ

スの充

実

（２）

保育

サービ

スの充

実

（3）

子育て

支援

ネット

ワーク

づくり
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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課概　要

基本

施策
施 策

実施状況

利用者支援事業

（基本型）

子育て家庭や妊産婦が、子育て支援事業や福祉サービス等の関係

機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提

供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、

連携・協働の体制づくり等を行う。

継続 継続 事業所数　2か所

相談件数　132件（延べ111人）
こども支援課

放課後子ども教

室推進事業

小学校15校中４校で実施しており、今後も余裕教室等の活用、

活動指導員の確保について検討し、実施する学校を増やしていき

ます。

継続 コロナの影響で表郷小、信夫二小

は活動実績無し

小野田小　1回

おのだなかよし教室

R4　44人登録　3回開催

おのだなかよし教室

R５　4３人登録　４回開催

・おのだなかよし教室

　R６　３７人登録　４回開催

・釜子小学校

　Ｒ６　延べ175名参加　６回開催

こども育成課

家庭児童相談事

業【再掲】

家庭児童相談室では、０歳から18歳までの児童を対象に知能、

性格、言語、心身障がい、家庭環境など、子どもを取り巻くいろ

いろな問題についての相談に応じます。

【再掲】

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     43件

継続　1,659件

合計　1,702件

【再掲】

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     40件

継続　1,971件

合計　2,011件

【再掲】

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     57件

継続　1,745件

合計　1,802件

【再掲】

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     36件

継続　2,238件

合計　2,274件

【再掲】

家庭児童相談室年間相談件数

新規　     34件

継続　2,400件

合計　2,434件

こども支援課

生徒指導に関す

る学校支援

小中学校全20校で実施しています。校内研修に市教委指導主事

やスクールカウンセラーを活用して内容の充実を図ります。

小・中学校全２３校で実施

学校の求めに応じてケース会議も

実施

コロナの影響で表郷小、信夫二小

は活動実績無し

小野田小　1回

小中学校全21校でスクールカウ

ンセラーを活用したQUテストの

研修会を実施

小中学校全21校に担当指導主事

等が訪問し、生徒指導に関する協

議を実施

小中学校全21校でスクールカウ

ンセラーを活用したQUテストの

研修会を実施

小中学校全21校に担当指導主事

等が訪問し、生徒指導に関する協

議を実施

小中学校全20校でスクールカウンセ

ラーを活用したQUテストの研修会を

実施

小中学校全20校に担当指導主事等が訪

問し、生徒指導に関する協議を実施

学校教育課

スクールカウン

セラー配置事業

小中学校全20校に配置しています。コンサルテーション（相

談。専門家の診断や鑑定を受けること。）の時間を工夫しカウン

セリングの結果を受けた対応を共有する機会を持ちます。

小学校15校　2,163件

中学校8校　2,499件

継続 継続 継続 継続

学校教育課

適応指導教室の

開設

「さわやか教室」を心の居場所として機能させ、小集団活動によ

りコミュニケーション能力を育むとともに、学校や保護者との連

携を密にし、本人の興味や意欲を踏まえてさらに学校復帰が図ら

れるようにします。

不登校児童生徒適応指導教室「さ

わやか教室」の運営

不登校児童生徒適応指導教室「さ

わやか教室」の運営

不登校児童生徒適応指導教室「さ

わやか教室」の運営

不登校児童生徒適応指導教室「さ

わやか教室」の運営

不登校児童生徒教育支援センター「さ

わやか教室」の運営

学校教育課

人権教育の推進 道徳の時間において人権に関する指導を全小中学校で実施してい

ますが、思いやりの意識などの低下に対応するために、人権擁護

委員会の活動を各学校でも取り入れていきます。

道徳の時間を要として、人権に関

する指導を全小・中学校で実施

道徳の時間を要として、人権に関

する指導を全小・中学校で実施

各校で「人権教室」などを実施す

ると共に、中学校では「人権作文

コンクール」に積極的に応募する

など、啓発を図ってきた。また市

教委では人権尊重に関する資料や

行事などの紹介を行ってきた。

各校で「人権教室」などを実施す

ると共に、中学校では「人権作文

コンクール」に積極的に応募する

など、啓発を図ってきた。また市

教委では人権尊重に関する資料や

行事などの紹介を行ってきた。

各校で「人権教室」などを実施すると

共に、中学校では「人権作文コンクー

ル」に積極的に応募するなど、啓発を

図ってきた。また市教委では人権尊重

に関する資料や行事などの紹介を行っ

てきた。

学校教育課

（3）

子育て

支援

ネット

ワーク

づくり

（４）

地域で

支える

児童の

健全育

成
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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課概　要

基本

施策
施 策

実施状況

キッズシアター

の開催

創造的で情緒豊かな児童育成の一助として、キッズシアター（演

劇教室）を開催します。

コロナのため中止 令和3年6月24日（木）、25日

（金）コミネス大ホールにて開

催。市内の小学3年生から6年生

対象。

令和4年6月30日(木)、7月1日

(金)コミネス大ホールにて開催。

市内の小学校3年生から6年生対

象。

令和5年6月28日(水)、29日(木)

コミネス大ホールにて開催。

市内の小学校3年生から6年生対

象

令和6年6月26日(水)、27日(木)コミ

ネス大ホールにて開催。

市内の小学3年生から6年生対象

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

青少年健全育成

市民会議への支

援

白河市青少年健全育成推進大会を主催し、また、その下部組織に

おいて、健全育成協賛金の募金活動やスポーツ活動などを行って

いる白河市青少年育成市民会議へ必要な支援を行います。

令和2年7月6日（月）白河市立図

書館にて開催

コロナ禍により、舞台芸術鑑賞授

業は中止。「少年の主張」は作文

審査とし、当日は無観客で表彰式

のみ実施。功労者等表彰は無観客

で実施。

令和３年７月５日（月）コミネス

大ホールにて開催

市内中学2年生を対象に舞台芸術

鑑賞及び「少年の主張」発表を実

施した。また、青少年健全育成に

貢献のあった功労者、優良団体及

び善行青少年の表彰を実施した。

令和４年７月４日(月)コミネス大

ホールにて開催

市内中学２年生を対象に舞台芸術

鑑賞及び「少年の主張」　発表を

実施した。また、青少年健全育成

に貢献のあった功労者、優良団体

及び善行青少年の表彰を実施し

た。

令和5年7月10日(月)コミネス大

ホールにて開催。

市内中学2年生を対象に舞台芸術

鑑賞及び「少年の主張」発表を実

施した。また、青少年健全育成に

功績のあった功労者の表彰を実施

した。

令和6年7月8日(月)コミネス大ホール

にて開催。

市内中学2年生を対象に舞台芸術鑑賞

及び「少年の主張」発表を実施した。

また、青少年健全育成に功績のあった

功労者の表彰を実施した。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

白河市少年セン

ター事業

少年補導員による補導活動や育成環境の浄化活動等を行うほか、

関係機関との連携を深め、青少年の非行防止と健全な育成を図り

ます。

活動日数：201日

活動回数：308回

（うち通常補導262回、夜間やイ

ベント時などの特別補導46回）

活動日数：180日

活動回数：261回

活動従事者数：延べ943人

活動日数：207回

活動回数：311回

活動従事者数：延べ1,097人

活動日数：212回

活動回数：304回

活動従事者数：延べ1,093人

活動日数：206日

活動回数：298回

活動従事者数：延べ1,009人

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

白河市少年補導

員連絡協議会へ

の支援

少年補導員の資質の向上を図るため、研修会を開催するほか、警

察署と合同で補導活動を行うことにより、補導技術の修得を図る

などの支援に努めます。

コロナのため中止 コロナのため中止 令和４年１０月３日(月)市立図書

館「りぶらん」で福島県少年セン

ター連絡協議会補導員研修会を実

施した。

令和5年10月25日（火）喜多方

市で開催された福島県少年セン

ター連絡協議会研修会に市協議会

として5名出席した。（市主催の

研修会は中止）

令和6年10月17日(木)相馬市で開催さ

れた福島県少年センター連絡協議会補

導員研修会に市協議会として8名出席

した。

令和7年2月21日(金)白河市少年補導

員連絡協議会研修会を開催し、25名出

席した。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

公民館活動の推

進

小学生や親子を対象とした教室を開催し、様々な体験を通して児

童の健やかな心身の発達と子育て支援に向けて活動を展開しま

す。

■中央公民館

「子どもステップ教室」

新型コロナウイルス感染症を考慮

し、中止

「可愛く残そう！ベビー＆キッズ手

形・足形教室」

新型コロナウイルス感染症を考慮

し、中止

■表郷公民館

「ふるさと子ども体験塾」

新型コロナウイルス感染症を考慮

し、中止

代替事業として「サイエンス

ショー」を開催

■大信公民館

「わくわく少年クラブ」

新型コロナウイルス感染症を考慮

し、中止

■中央公民館

「子どもステップ教室」

「可愛く残そう！ベビー＆キッズ手

形・足形教室」

応募者少数のため中止

■表郷公民館

「わいわい子ども塾」

■大信公民館

「わくわく少年クラブ」

応募者少数のため中止

■東公民館

「東こども教室」

■中央公民館

「子どもステップ教室」

　　（応募者少数のため中止）

　　　「白河寺子屋教室」

　　　「中学生ふれあい教室」

■表郷公民館

「わいわい子ども塾」

■大信公民館

　　（応募者少数のため中止）

　　　「わくわく少年クラブ」

■東公民館

「東こども教室」

■中央公民館

「子どもステップ教室」

　　（応募者少数のため中止）

　　　「中学生ふれあい教室」

■表郷公民館

「わいわい子ども塾」

■大信公民館

　　（応募者少数のため中止）

　　　「わくわく少年クラブ」

■東公民館

「東こども教室」

■中央公民館

「子どもステップ教室」

■表郷公民館

「わいわい子ども塾」

■大信公民館

　[わくわく少年クラブ」

■東公民館

「東こども教室」
中央公民館

（４）

地域で

支える

児童の

健全育

成
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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課概　要

基本

施策
施 策

実施状況

歴史民俗資料館

活動の推進

歴史民俗資料館は白河地方の通史を詳しく学べる施設を、小峰城

歴史館は史跡小峰城跡について学べるほか、特別企画展を行うな

ど、白河に関するテーマを絞った展示をする施設を目指します。

今後も通常展示の定期的な展示替えや特別企画展の開催などを通

じて、文化財や収蔵資料等の活用・ＰＲを行っていきます。

令和２年度　年間入館者数

歴史民俗資料館：1,560人

小峰城歴史館：12,074人

令和3年度　年間入館者数

歴史民俗資料館：1,638人

小峰城歴史館：12,708人

令和4年度　年間入館者数

歴史民俗資料館：1,525人

小峰城歴史館：15,199人

令和5年度　年間入館者数

歴史民俗資料館：1,786人

小峰城歴史館：16,981人

令和6年度　年間入館者数

歴史民俗資料館：2,356人

小峰城歴史館：17,352人
文化財課

○施設：アナビースポーツプラザ

年間利用者数21,081人

◎キッズルーム8,115人

○施設：アナビースポーツプラザ

年間利用者数21,981人

◎キッズルーム8,584人

○施設：アナビースポーツプラザ

年間利用者数25,361人

◎キッズルーム9,580人

○施設：アナビースポーツプラザ

年間利用者数29,581人

◎キッズルーム11,985人

○施設：アナビースポーツプラザ

年間利用者数29,049人

◎キッズルーム12,574人

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~スポー

ツ振興課）

〇施設：屋内遊び場「わんぱー

く」

年間利用者　9,118人

イベント　(2周年記念カプライ

ベント)　参加者　9組29名

〇施設：屋内遊び場「わんぱー

く」

年間利用者：11,299人

〇自主イベント 10回

参加者：75組、182名

(3周年記念カプライベントは新

型コロナウイルスの影響により中

止)

〇施設：屋内遊び場「わんぱー

く」

年間利用者：11,024人

〇自主イベント 12回

参加者：82組、199名

〇施設：屋内遊び場「わんぱー

く」

年間利用者：13,272人

〇自主イベント 11回

参加者：78組、189名

〇施設：屋内遊び場「わんぱーく」

年間利用者：14,324人

〇自主イベント 12回

参加者：117組、297名 まちづくり推

進課

芸術文化活動の

推進

白河文化交流館を拠点に、芸術文化に関するワークショップやア

ウトリーチなど、参加体験型の事業を積極的に行い、小さいうち

から気軽に芸術文化に触れ親しめる機会の拡充を図ります。

夏休みの企画として「仙台フィル

と遊ぼう！」、2月には親子向け

の「しらかわSpringクラシック

コンサート」を開催し、体験活動

や鑑賞の機会を創出しました。

N響メンバーによる小中学校10校へ

のアウトリーチを6/23～6/26に実

施するほか、夏休みの企画として

「アートで遊ぶ3日間」を開催し、

仙台フィルによるミニコンサートと

プロの奏者による合奏クリニック、

絵本作家による絵本ライブ＆ワーク

ショップなどを8/7～9に開催し、

体験活動や鑑賞の機会を創出しまし

た。

①N響メンバーによるアウトリー

チプレゼント事業（6/7～6/10）

小学校７校、中学校２校

②君が王様！ミュージカルをやっ

てみよう！元劇団四季キャストに

よるワークショップ（8/12）

①N響メンバーによるアウトリー

チプレゼント事業（6/12～

6/14）

小学校3校、中学校3校

②タップダンスのワークショップ

（8/11）

③ヒップホップダンスのワーク

ショップ（9/3,9/16）

①N響メンバーによるアウトリーチプ

レゼント事業（6/24～6/26）

小学校3校、中学校2校

②きかんしゃトーマス　ファミリー

ミュージカル（8/11）

③NHKファンターネ小劇場

（12/14）

文化振興課

保育料の無償化 3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用す

る子供たち及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たち

の利用料を無償化します。

継続 継続 ３～５歳　1,114人

０～２歳　21人

３～５歳　1,035人

０～２歳　25人

３～５歳　1,078人

０～２歳　　  28人

こども育成課

児童手当の支給 次代を担う子どもの健やかな成長を支援するため、中学校終了ま

での子どもを養育している者に手当を支給します。

受給者数　　　4,168人

支給額　　917,565千円

受給者数　　　4,012人

支給額　　883,705千円

受給者数　　　3,789人

支給額　　840,355千円

受給者数　　　3,651人

支給額　　801,485千円

受給者数　　　4,283人

支給額　　885,265千円

こども支援課

屋内遊具施設の

設置

アナビースポーツプラザ内に設置した遊び場の利用を促進し、親

子のストレス解消と子どもの心身の健全育成を図ります。また、

中心市街地市民交流センター（マイタウン白河）内に整備した、

木育と知育をコンセプトとした屋内遊び場「わんぱーく」によ

り、子どもたちの健康の増進及び健やかな心の発達を育みます。

（４）

地域で

支える

児童の

健全育

成

（5）

経済的

支援の

充実
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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課概　要

基本

施策
施 策

実施状況

こども医療費助

成事業

児童の健全な育成と更なる福祉の増進を図るため、18歳までの

入院・外来に係る医療費の保険診療分一部負担金を助成します。

助成額　　　213,999千円 助成額　　　246,432千円 助成額　　　253,191千円 助成額　　297,937千円 助成額　　286,610千円

こども支援課

白河っ子すくす

く応援クーポン

券支給事業

子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、３万円分のクーポン

券を1歳児から3歳児の保護者に交付し、安心して子育てができ

る環境を整備します。

交付実績（対象児) 　769人 交付実績（対象児)

　0歳児　391人

　1歳児　369人

交付実績（対象児)

　0歳児　317人

　1歳児　385人

　2歳児　288人

　3歳児　197人

交付実績（対象児）

　１歳児　324人

　２歳児　359人

　３歳児　273人

交付実績（対象児）

　1歳児　268人

　2歳児　321人

　3歳児　354人

こども支援課

小学校入学祝金

支給事業

児童の成長段階における保護者の経済的な負担を軽減し、安心し

て子育てが出来る環境を整備するため、小学校入学時に子ども1

人当たり５万円の入学祝金を支給します。

児童数　441人

支給額　22,050千円

児童数　418人

支給額　20,900千円

こども支援課

白河っ子出産・

子育て応援ギフ

ト支給事業

妊娠時から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、

様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図

り、さらに妊娠及び出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対

し、給付金を支給します。

新規（R5.2月開始）

給付実績　702人

　(出産　439人、子育て263人)

給付実績　501人

（出産　244人、子育て257人）

給付実績　569人

（出産295人、子育て274人）

こども支援課

就学援助事業 経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に

対して、給食費等の就学援助費を支給します。

就学援助費

　・小学校　 29,275千円

　・中学校　 34,828千円

特別支援教育就学奨励費

　・小学校　　2,926千円

　・中学校　   1,610千円

就学援助費

　・小学校 　28,344千円

　・中学校 　37,991千円

特別支援教育就学奨励費

　・小学校 　3,526千円

　・中学校 　1,595千円

就学援助費

　・小学校 　28,584千円

　・中学校 　35,565千円

特別支援教育就学奨励費

　・小学校 　3,379千円

　・中学校 　1,520千円

就学援助費

　・小学校 　26,949千円

　・中学校 　34,591千円

特別支援教育就学奨励費

　・小学校 　3,874千円

　・中学校 　2,375千円

就学援助費

　・小学校 　27,308千円

　・中学校 　35,471千円

特別支援教育就学奨励費

　・小学校 　4,015千円

　・中学校 　2,239千円

学校教育課

奨学資金貸与事

業

入学一時金貸与

事業

経済的な理由により修学が困難と認められる生徒・学生に対する

奨学資金の貸与と、保護者に対する入学一時金の貸与により経済

的支援を行います。

奨学資金貸付 47人、25,080千円

入学一時金貸付 2人、1,400千円

奨学資金貸付 42人、2,240千円

入学一時金貸付 6人、4,000千円

奨学資金貸付42人、23,160千円

入学一時金貸付　0人

奨学資金貸付36人、20,530千円

入学一時金貸付　2人、1,400千

円

奨学資金貸付　 32人、18,030千円

入学一時金貸付　2人、  1,400千円

教育総務課

多子世帯給食費

負担軽減事業

子育てしやすい環境を充実させるため、18歳以下の兄弟姉妹の

うち義務教育を受けている第3子以降の児童生徒を対象に学校給

食費を全額助成し、多子世帯における経済的な負担軽減を図りま

す。

対象者数、助成額

小学生　298人　15,878千円

中学生  　32人　  1,831千円

対象者数、助成額

小学生　298人　15,627千円

中学生  　42人　  2,339千円

対象者数、助成額

小学生　294人　15,597千円

中学生  　40人　  2,237千円

対象者数、助成額

小学生　283人　15,012千円

中学生  　40人　  2,320千円

対象者数、助成額

小学生　280人　15,695千円

中学生  　43人　  2,611千円

健康給食推進

室

ひとり親家庭

ジョブサポート

事業

ひとり親家庭の親に対して生活の安定と自立のために寄り添う

「就業支援専門員」を配置し就業支援体制を確保します。

ハローワーク白河と契約し就業支

援

・児童扶養手当受給者の就労支援

対象者数　24人

ハローワーク白河と契約し就業支

援

・児童扶養手当受給者の就労支援

対象者数　20人

ハローワーク白河と契約し就業支

援

・児童扶養手当受給者の就労支援

対象者数　14人

ハローワーク白河と契約し就業支

援

・児童扶養手当受給者の就労支援

対象者数　15人

ハローワーク白河と契約し就業支援

・児童扶養手当受給者の就労支援対象

者数　14人 こども支援課

（６）

ひとり

親家庭

への支

援

（5）

経済的

支援の

充実
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1 ゆとりのなかで安心して子育てできるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課概　要

基本

施策
施 策

実施状況

児童扶養手当の

支給

児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、

児童の福祉の増進を図るため手当を支給します。

受給者数　532人 受給者数　528人 受給者数　493人 受給者数　448人 受給者数　472人

こども支援課

母子・父子・寡

婦福祉資金貸付

金

ひとり親家庭の経済的自立と児童の福祉の増進を図るため、目的

に応じて、原則無利子で資金を貸し付けます。

年間貸付件数　0件 年間貸付件数　3件 年間貸付件数　2件 年間貸付件数　0件 年間貸付件数　3件

こども支援課

ひとり親家庭医

療費助成事業

ひとり親家庭等の健康と福祉の増進を図るため、医療費の一部を

助成します。

助成額　　12,410千円 助成額　　　13,940千円 助成額　　　12,054千円 助成額　　　12,502千円 助成額　　　13,331千円

こども支援課

ひとり親家庭

キャリアアップ

応援給付事業

ひとり親家庭の親が、看護師や介護福祉士等の資格を取得するた

め、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減

を図るため、給付金を支給します。

受給者数　5人 受給者数　4人 受給者数　4人 受給者数　5人 受給者数　5人

こども支援課

ひとり親家庭

キャリアアップ

応援貸付事業

資格取得のために養成機関で修業中のひとり親家庭の親に対し、

生活費月５万円（子どもの人数による加算有り）を貸し付けると

ともに、修業終了後、一定の条件を満たした場合にはその返還を

免除し、経済的自立を支援します。

貸付人数　4人 貸付人数　2人 貸付人数　3人 貸付人数　4人 貸付人数　5人

こども支援課

ひとり親家庭等

自立支援教育訓

練給付金事業

ひとり親家庭の親が経済的自立を図るために、対象講座を受講

し、修了した場合に受講費用の一部を助成します。

受給者数　3人 受給者数　1人 受給者数　0人 受給者数　0人 受給者数　0人

こども支援課

ひとり親家庭高

等学校卒業程度

認定試験合格支

援事業

ひとり親家庭の親又は子どもが、就職・転職によって、自立や生

活の安定を図るため、高等学校卒業程度認定試験合格を目指す講

座を受講する場合に、その受講費用の一部を助成します。

継続 継続 継続 受給者数　0人 受給者数　0人

こども支援課

（６）

ひとり

親家庭

への支

援
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2 子どもを生み育てることに喜びを実感できるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

性別役割分担意

識の見直し

性別役割分担意識等を解消するための各種研修会への参加を促進

し、仕事と家庭生活を両立できる環境づくりを進め、性差のない

職場づくりやワーク・ライフ・バランスの推進に努めます。

令和３年１月２８日（木）

女性のキャリア形成支援事業

として、講演会を会場及び

Zoomにて実施。

講演会、セミナーはコロナの

ため中止。

令和４年９月３日(日)

「家事シェア応援講座」を実施令

和４年１０月９日(日)

「男性のためのお料理セミナー」

を実施

●釜子小料理教室

令和5年11月18日(土)に実施

●五箇小料理教室

令和5年12月19日(火)に実施

●男性の料理教室

令和5年11月11日(土)に実施

●親子料理教室

令和5年12月16日(土)に実施

●男女共同参画推進講演会

令和5年12月16日(土)に実施

●関辺小料理教室

令和6年11月19日(火)実施

●大信小料理教室

令和6年11月28日(木)実施

●男性の料理教室

令和6年11月16日(土)実施

●令和6年11月30日(土)実施

お父さんと子どもの料理教室

●令和6年12月7日(土)実施

男女共同参画学習会

●令和7年3月8日(土)実施

男女共同参画セミナー

●令和7年3月9日(日)

福島大学白河サテライト教室

後期講座第4回

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

一般事業主行動

計画策定の推進

次世代育成支援対策推進法では、事業主に対して、一般事業主行

動計画の策定に努めることとしています。これを踏まえ、市内企

業における一般事業主行動計画の策定を推進するため、関係機関

を通じて次世代育成支援対策推進法の周知・啓発を行います。

継続 継続 継続 継続 継続

こども支援課

多様な働き方の実現や男性を含めた働き方の見直しを促進するた

め、労働者、事業主、地域住民等の意識の醸成を図るための広

報・啓発、研修、情報提供等について、国、県、関係団体等と連

携を図りながら推進します。

継続 継続 継続 継続 継続

関係各課

少子高齢化や人口減少を背景とした労働者不足の解消及びライフ

ワークバランスの向上を図るため、子育てや在宅介護等により働

きたくても働けない女性等に対し、新たな働き方として「クラウ

ドソーシング」を活用し、推進するものです。

新規 継続 クラウドソーシング体験セミナー

や在宅ワーク入門講座、CWスター

トアップサポート、個別スキル

アップサポートなど、実践的な取

り組みを通じて、技術の育成支援

に加えてスキルアップ支援を行っ

た。

廃止

商工課

令和３年１月２８日（木）

女性のキャリア形成支援事業

として、講演会を会場及び

Zoomにて実施。

啓発・広報を行った。 啓発・広報を行った。 啓発・広報を行った。 啓発・広報を行った。
生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

実施状況

仕事と子育ての

両立のための啓

発・広報の推進

男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法等に関し

て、機関誌等を通じて企業・事業主等への啓発に努めるととも

に、市民に対する広報を行います。

国、県及び関係

団体（農業団

体、商工団体

等）との連携

担当課

（１）

多様な

働き方

の実現

や男性

を含め

た働き

方の見

直し

基本

施策

（２）

仕事と

子育て

の両立

の推進

施 策 概　要
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2 子どもを生み育てることに喜びを実感できるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

実施状況
担当課

基本

施策
施 策 概　要

継続 継続

男女雇用機会均等法、労働基

準法、育児・介護休業法等に

関しては、法令等を所管する

省庁や独立行政法人が作成す

る機関誌等を通じて市内企業

に対し、啓発を実施してい

く。

男女雇用機会均等法、労働基準

法、育児・介護休業法等に関して

は、法令等を所管する省庁や独立

行政法人が作成する機関誌等を通

じて市内企業に対し、啓発を実施

した。

男女雇用機会均等法、労働基準

法、育児・介護休業法等に関して

は、法令等を所管する省庁や独立

行政法人が作成する機関誌等を通

じて市内企業に対し、啓発を実施

した。

男女雇用機会均等法、労働基準

法、育児・介護休業法等に関して

は、法令等を所管する省庁や独立

行政法人が作成する機関誌等を通

じて市内企業に対し、啓発を実施

した。

商工課

育児支援事業 市内中小企業の男性従業員の育児休業取得率向上を図るため、男

性従業員の育児休業取得日数に応じ事業主に対し補助金を支給し

ます。

【R6.4月開始】

奨励金交付実績

・交付対象者数　のべ5件

・交付金額　　　650,000円
商工課

家庭生活での男

女の相互協力の

促進

出前講座のカリキュラムの充実を図り、家庭生活での男女共同参

画について、啓発と理解を深める機会の提供を図ります。

男女共同参画についての講座

希望は無かった。

男女共同参画についての講座

希望は無かった。

男女共同参画についての講座希望

は無かった。

男女共同参画についての講座希望

は無かった。

男女共同参画についての講座希望

はなかった。
生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

国、県及び関係

団体との連携

今後も国、県及び地域における関係団体等と連携を図りながら、

仕事と子育ての両立支援のための体制の整備、関係法制度等の広

報・啓発、情報提供等について推進します。

女性のためのプチ起業セミ

ナーを実施

女性のための起業セミナーを

実施

継続

女性のための起業セミナーの実施

継続

女性のための起業セミナーの実施

継続

女性のための起業セミナーの実施
商工課

関係各課

家庭における男

女平等教育の推

進

家庭における男女平等教育の充実を図り、男女共同参画について

の啓発と理解を深める機会の提供を図ります。

令和３年１月２８日（木）

女性のキャリア形成支援事業

として、講演会を会場及び

Zoomにて実施。

男女共同参画講演会は中止。

講演会、セミナーはコロナの

ため中止。

講演会、セミナーはコロナのため

中止。

【再掲】

●男性の料理教室

令和5年11月11日(土)に実施

●親子料理教室

令和5年12月16日(土)に実施

●男女共同参画推進講演会

令和5年12月16日(土)に実施

【再掲】

●男性の料理教室

令和6年11月16日(土)実施

●令和6年11月30日(土)実施

お父さんと子どもの料理教室

●令和6年12月7日(土)実施

男女共同参画学習会

●令和7年3月8日(土)実施

男女共同参画セミナー

●令和7年3月9日(日)

福島大学白河サテライト教室

後期講座第4回

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

学校における男

女平等教育の推

進

道徳の時間において全小中学校で実施し、自他の尊重や自尊心を

高めることを目標に、今後も指導に力を入れます。

「特別の教科　道徳」の時間

を要とし、学校の教育活動全

体を通じて実施

「特別の教科　道徳」の時間

を要とし、学校の教育活動全

体を通じて実施

「特別の教科　道徳」や、社会科

の授業等で「両性の本質的平等」

について学習してきた。

「特別の教科　道徳」や、社会科

の授業等で「両性の本質的平等」

について学習してきた。

「特別の教科　道徳」や、社会科

の授業等で「両性の本質的平等」

について学習してきた。
学校教育課

仕事と子育ての

両立のための啓

発・広報の推進

男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法等に関し

て、機関誌等を通じて企業・事業主等への啓発に努めるととも

に、市民に対する広報を行います。

（２）

仕事と

子育て

の両立

の推進

（３）

次世代

の親の

育成
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2 子どもを生み育てることに喜びを実感できるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

実施状況
担当課

基本

施策
施 策 概　要

男女共同参画についての講座

希望は無かった。

男女共同参画についての講座

希望は無かった。

男女共同参画についての講座希望

は無かった。

男女共同参画についての講座希望

は無かった。

男女共同参画についての講座希望

はなかった。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

公民館においては、男女共同

参画の第一歩として「かんた

んCooking」や「楽しい料理

教室」を計画したが、新型コ

男女共同参画についての講座

希望は無かった。

男女共同参画についての講座希望

は無かった。

男女共同参画についての講座希望

は無かった。

男女共同参画についての講座希望

は無かった。
中央公民館

ママ版民間ハローワークのプレオープンに

よる個別相談の実施、セミナー・ワーク

ショップの開催、事業者向けセミナーの開

催など、仕事と家事・育児の両立を目指

す女性を支援する取組を実施した。特

に、「短時間勤務・ワークシェアリングによ

る多様な働き方の実証実験」として作成

した「ママのための小冊子『Ripples（リッ

プルズ）』」は、「2022年度福島県ベス

ト育児制度賞」を受賞した。

前年度に引き続き、個別相談会、事業

者向けセミナを実施した。また、女性向け

セミナー・ワークショップには多くの方が参

加し、子育て等のブランクにより就職や復

職に不安のある女性の悩みを解消し、

社会に踏み出す一歩を後押しする一助

となった。

ママ版民間ハローワークのプレ

オープンによる個別相談の実施、

セミナー・ワークショップを開催

した。また、女性の採用や働き方

に理解のある企業を対象とした

「企業見学バスツアー」、「女性

求職者と企業が交流するジョブ・

フェア」を開催し、求職者と事業

者との接点を創出した。

地域拠点整備

室

性別役割分担意

識の見直し【再

掲】

性別役割分担意識等を解消するための各種研修会への参加を促進

し、仕事と家庭生活を両立できる環境づくりを進め、性差のない

職場づくりやワーク・ライフ・バランスの推進に努めます。

【再掲】

令和３年１月２８日（木）

女性のキャリア形成支援事業

として、講演会を会場及び

Zoomにて実施。

【再掲】

講演会、セミナーはコロナの

ため中止。

令和４年９月３日(日)

「家事シェア応援講座」を実施

令和４年１０月９日(日)

「男性のためのお料理セミナー」

を実施

【再掲】

●釜子小料理教室

令和5年11月18日(土)に実施

●五箇小料理教室

令和5年12月19日(火)に実施

●男性の料理教室

令和5年11月11日(土)に実施

●親子料理教室

令和5年12月16日(土)に実施

●男女共同参画推進講演会

令和5年12月16日(土)に実施

【再掲】

●関辺小料理教室

令和6年11月19日(火)実施

●大信小料理教室

令和6年11月28日(木)実施

●男性の料理教室

令和6年11月16日(土)実施

●令和6年11月30日(土)実施

お父さんと子どもの料理教室

●令和6年12月7日(土)実施

男女共同参画学習会

●令和7年3月8日(土)実施

男女共同参画セミナー

●令和7年3月9日(日)

福島大学白河サテライト教室

後期講座第4回

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

国、県及び関係

団体（農業団

体、商工団体

等）との連携

【再掲】

多様な働き方の実現や男性を含めた働き方の見直しを促進するた

め、労働者、事業主、地域住民等の意識の醸成を図るための広

報・啓発、研修、情報提供等について、国、県、関係団体等と連

携を図りながら推進します。

【再掲】継続 【再掲】継続 【再掲】継続 【再掲】継続 【再掲】継続

関係各課

地域における男

女平等教育の推

進

出前講座等を通して、広く市民に地域における男女平等（男女共

同参画）について周知を図ります。

（４）

雇用の

安定の

推進

（３）

次世代

の親の

育成
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2 子どもを生み育てることに喜びを実感できるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

実施状況
担当課

基本

施策
施 策 概　要

育児支援事業 育児に関する情報提供や教室を開催し、母親同士の仲間づくり、

栄養や育児の相談などを行い、母親が孤立して育児不安に陥らな

いよう子育てを支援します。

離乳食相談会　　28回　30人 離乳食相談会　　18回　 27

人

離乳食相談会　　21回　27人 離乳食相談会　16回　29人 離乳食相談会　7回　10人

こども支援課

子育てサロン推

進事業

子育てを楽しめる環境づくりを促進するため、未就学児及びその

保護者が気軽に集い交流し、仲間づくりを行う場を運営する団体

に対し、その費用の一部を助成します。

継続 子育てサロン　３団体 子育てサロン　３団体 子育てサロン　３団体 子育てサロン　３団体

こども支援課

（５）

子育て

中の保

護者・

子ども

同士の

交流の

促進
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3 安全で快適に子育てができるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

現況の土地利用との乖離を是

正するため、用途地域の見直

し検討箇所を抽出した。

暮らしやすい良好な居住環境

を確保するため、土地利用に

乖離が見られる用途地域につ

いて見直しを行った。

暮らしやすい良好な住環境を確保

するため、土地利用に乖離が見ら

れる用途地域の見直しについて検

討を進めた。

南湖公園周辺の用途地域の見直し

を実施した。

継続

都市計画課

継続 継続 良質な居住環境の確保のため、秩

序ある建築行為の促進を図った。

良質な居住環境の確保のため、秩

序ある建築行為の促進を図った。

良質な居住環境の確保のため、秩

序ある建築行為の促進を図った。
建築住宅課

開発行為について、都市計画

法に基づいた適正な指導に努

めた。

開発行為について、都市計画

法に基づいた適正な指導に努

めた。

開発行為について、都市計画法に

基づいた適正な指導に努めた。

都市計画法に基づく開発行為につ

いて、適正な指導に努めた。

都市計画法に基づく開発行為につ

いて指導を実施した。
都市計画課

継続 継続 継続 継続 継続
建築住宅課

公営住宅の整備 安全確保や居住性の向上を図る整備を行い、長寿命化を図ること

で、居住水準の高い、機能の充実した市営住宅のストックに努め

ます。

継続

石切場市営住宅3・4号棟外壁

等改修工事

関川窪7号棟他2棟揚水ポンプ

取替工事

継続

石切場市営住宅5号棟外壁等改

修工事

松風の里市営住宅4号棟他2棟

揚水ポンプ取替修繕

新規

関川窪市営住宅1号棟給排水管

改修工事

関川窪市営住宅４～６号棟給排水

管改修工事

松風の里市営住宅２号棟揚水ポン

プ取替修繕

真舟市営住宅１・２号棟揚水ポン

プ取替修繕

関川窪市営住宅７号棟給排水管改

修工事

石久保市営住宅農業集落排水接続

工事

石切場市営住宅６号棟施設改修工

事

真舟市営住宅３号棟揚水ポンプ取

替修繕

久田野市営住宅2・3号棟揚水ポン

プ取替修繕

松風の里市営住宅3号棟給排水管改

修工事

松風の里市営住宅4号棟給排水管改

修工事

関川窪市営住宅1号棟施設改修工事

松風の里市営住宅1号棟揚水ポンプ

取替修繕

久田野市営住宅1・5号棟揚水ポン

プ取替修繕

建築住宅課

人にやさしいま

ちづくりの推進

すべての市民が安全かつ快適に暮らすことができるよう各種施設

や交通機関の整備を民間事業者などの協力により計画的に推進し

ます。

継続 継続 継続 継続 継続

関係各課

県が行う国道２９４号白河バ

イパス整備等を支援した。

県が行う国道２９４号白河バ

イパス等の整備を支援すると

ともに、良好な居住環境を確

保するため、適正な用途地域

に見直した。

令和５年２月に国道２９４号白河

バイパスが全線開通した。

県が行う都市計画道路白河駅白坂

線向新蔵工区、西郷搦目線円明寺

工区の整備等を支援した。

・令和7年2月に都市計画道路白河

駅白坂線向新蔵工区が完成し開通

した。

・県が実施する都市計画道路西郷

搦目線円明寺工区の整備等を支援

した。

都市計画課

（１）

良好か

つ良質

な住宅

及び居

住環境

の確保

既存の都市基盤を有効に活用しながら、生活者の視点に立った安

心で暮らしやすい市街地の整備を推進します。

宅地開発の誘導 自然環境との調和や景観等に配慮した秩序ある市街地を形成する

ため、適正な宅地開発の誘導を図ります。

居住環境の整備 既存市街地内の狭い道路や歩道の整備に努めるほか、住民の合意

に基づく建築協定や緑地協定の有効活用を図り、安全で安心して

暮らせる質の高い居住環境の創出に努めます。

市街地の整備

担当課
基本

施策

実施状況
施 策 概　要
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3 安全で快適に子育てができるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策

実施状況
施 策 概　要

継続

しらかわセーフロード事業に

より現場打側溝の改修を行っ

た。

継続

維持改修事業やしらかわセー

フロード事業により現場打側

溝の改修を行った。

維持改修事業やしらかわセーフ

ロード事業により現場打側溝の改

修を行った。

維持改修事業やしらかわセーフ

ロード事業により現場打側溝の改

修を行った。

維持改修事業やしらかわセーフ

ロード事業により現場打側溝の改

修を行った。 道路河川課

継続 継続 継続

秩序ある建築行為を促進すること

で良質な居住環境の整備を図っ

た。

継続

秩序ある建築行為を促進すること

で良質な居住環境の整備を図っ

た。

継続

秩序ある建築行為を促進すること

で良質な居住環境の整備を図っ

た。

建築住宅課

高山西公園遊具更新

東風の台運動公園遊具更新

緑ヶ丘ニュータウン２号公園

遊具更新

東風の台運動公園遊具更新

新白河1号公園整備

公園施設の長寿命化を図るための

計画を策定

東風の台運動公園遊具更新

南湖公園四阿更新

鶴子山公園四阿更新

一里段公園四阿更新

東風の台運動公園遊具更新

大信総合運動公園トイレ更新

表郷総合運動公園トイレ更新

鶴子山公園トイレ更新

友月山児童公園遊具更新、四阿設

置

新白河６号公園整備

都市計画課

南湖公園の鏡の山地内を中心

に、園路案内看板を14基設置

した。

南湖公園については、西半部

において、園路舗装を行っ

た。

南湖公園については、店舗群前

（北東湖岸）西端部において、園

路舗装を行った。

南湖公園の照明設置を検討するた

めに、市民を対象としたワーク

ショップを開催した。

南湖公園の店舗前の湖畔の園路を

整備

文化財課

R6~都市計画

課

公園緑地の保全 市民が日常的に集う公園や緑地などを良好な状態で市民に提供す

るには、ボランティア等市民の協力も必要なことから、新たなボ

ランィア等支援組織の発掘及び育成とともに、併せて環境の充実

に努めます。

新たなボランティア等の協力

を見据え、市民との連携によ

る公園緑地の保全に努めた。

新たなボランティア等の協力

を見据え、市民との連携によ

る公園緑地の保全に努めた。

継続 市民との公園維持管理協定による

公園管理：64公園

市民との公園維持管理協定による

公園管理：73公園

都市計画課

歴史的まちなみ修景事業　２

件

歴史的まちなみ修景事業　１

件

歴史的まちなみ修景事業　4件 歴史的まちなみ修景事業　3件 歴史的まちなみ修景事業　3件

都市計画課

歴史的風致形成建造物保存修

景事業　8件（うち4件は前年

度からの繰越）

歴史的風致形成建造物保存修

景補助金　2件

歴史的風致形成建造物保存修景補

助金　2件（３棟）

歴史的風致形成建造物保存修景補

助金　1件（1棟）

歴史的風致形成建造物保存修景補

助金　2件（3棟）
まちづくり推

進課

公共施設等のバ

リアフリー化の

推進

公共施設建設・改修などにおいて、今後も引き続きバリアフリー

化を図ります。

学校建設などの公共施設等に

おいてバリアフリー化を実施

継続 公共施設建設・改修などにおいて

バリアフリー化を図った。

公共施設建設・改修などにおいて

バリアフリー化を図った。

公共施設建設・改修などにおいて

バリアフリー化を図った。
建築住宅課

（１）

良好か

つ良質

な住宅

及び居

住環境

の確保

歴史と自然を活

かした魅力ある

景観形成

条例や景観計画、景観形成ガイドラインに基づき適切な景観規制

誘導を図ります。また、歴史的風致形成建造物の保存修景や、景

観に配慮した建築物等の整備について、補助制度の有効な活用を

促し、良好な景観形成を図ります。

居住環境の整備 既存市街地内の狭い道路や歩道の整備に努めるほか、住民の合意

に基づく建築協定や緑地協定の有効活用を図り、安全で安心して

暮らせる質の高い居住環境の創出に努めます。

公園の整備充実 子どもたちの日常的な遊び場となる魅力ある公園や城山公園及び

南湖公園などの史跡を活かした公園の整備充実に努めるととも

に、日常的に安心して利用できるよう適切な維持管理を行いま

す。

（２）

安全・

安心に

外出で

きるや

さしい

まちづ

くりの

整備・

推進
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3 安全で快適に子育てができるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策

実施状況
施 策 概　要

生活道路の整備 老朽化の激しい路線や舗装等の必要な道路については、全体的な

生活関連道路網への影響を考慮しながら整備を図ります。

継続

年次計画により整備を行っ

た。

継続

維持改修事業や公共施設等適

正管理推進事業により年次計

画に基づき整備を行った。

維持改修事業や公共施設等適正管

理推進事業により年次計画に基づ

き整備を行った。

維持改修事業や公共施設等適正管

理推進事業により年次計画に基づ

き整備を行った。

維持改修事業や公共施設等適正管

理推進事業により年次計画に基づ

き整備を行った。 道路河川課

継続 県が行う国道２９４号白河バ

イパスや都市計画道路白河駅

白坂線向新蔵工区、西郷搦目

線円明寺工区の整備等を支援

した。

令和５年２月に国道２９４号白河

バイパスが全線開通した。

県が行う都市計画道路白河駅白坂

線向新蔵工区、西郷搦目線円明寺

工区の整備等を支援した。

・令和7年2月に都市計画道路白河

駅白坂線向新蔵工区が完成し開通

した。 都市計画課

継続 通学路の歩道整備を実施し

た。

通学路の歩道整備を実施した。 通学路の歩道整備を実施した。 通学路の歩道整備を実施した。

道路河川課

継続

カーブミラー、防護柵の設

置、区画線の引き直しを実施

した。

継続

カーブミラー、防護柵の設

置、区画線の引き直しを実施

した。

カーブミラー、防護柵の設置、区

画線の引き直しを実施した。

カーブミラー、防護柵の設置、区

画線の引き直しを実施した。

カーブミラー、防護柵の設置、区

画線の引き直しを実施した。
道路河川課

警察署及び各地区交通安全協

会と協議

地域からの要望を交通安全団

体・警察署・道路管理者と協

議し、必要な安全対策を検

討。

地域からの要望を交通安全団体・

警察署・道路管理者と協議し、必

要な安全対策を検討。

地域からの要望を道路管理者等と

協議し、危険箇所への看板設置を

実施した。

地域からの要望を交通安全団体・

警察署・道路管理者と協議し、路

面標示の整備や危険箇所への看板

設置等実施した。

生活防災課

総合交通安全対

策の充実

地域の実態に即した交通安全対策について、関係機関と協議を進

め実施します。

警察署と協議 地域からの要望を交通安全団

体・警察署と協議し、必要な

安全対策を検討。

地域からの要望を交通安全団体・

警察署と協議し、必要な安全対策

を検討。

地域からの要望を交通安全団体・

警察署と協議し、必要な安全対策

を検討した。

地域からの要望を交通安全団体・

警察署と協議し、必要な安全対策

を検討した。 生活防災課

地域防犯組織の

充実

地域の防犯組織の育成・強化を図るとともに、活動を支援しま

す。

白河市防犯協会を支援 市防犯協会の組織見直しと、

警察署との連携による支援を

実施。

市防犯協会の組織見直しと、警察

署との連携による支援を実施。

市防犯協会の組織見直しと、警察

署との連携による支援を実施し

た。

市防犯協会の組織見直しと、警察

署への情報共有などの支援を実施

した。 生活防災課

防犯意識の啓発 市民一人ひとりの防犯意識の高揚を図るため、防犯診断や広報誌

による普及・啓発に努めます。

防犯協会と連携しデジタルサ

イネージを使用した広報啓発

活動実施

防犯協会と連携しデジタルサ

イネージを使用した広報啓発

活動を実施。

防犯協会と連携しデジタルサイ

ネージを使用した広報啓発活動を

実施。

防犯協会や警察署などと連携し、

デジタルサイネージや防災無線、

市公式SNSを活用し広報啓発活動

を実施した。

防犯協会や警察署などと連携し、

デジタルサイネージや防災無線、

市公式SNSを活用し広報啓発活動

を実施した。

生活防災課

街路灯の設置 犯罪を未然に防止し、安全な環境を創出するため、街路灯の計画

的な設置や適正な管理に努めます。

継続

地域の要望箇所に街路灯の設

置を行った。

継続

地域の要望箇所に街路灯の設

置を行った。

地域の要望箇所に街路灯の設置を

行った。

地域の要望箇所に街路灯の設置を

行った。

地域の要望箇所に街路灯の設置を

行った。
道路河川課

歩行者用道路の

整備

歩行系ネットワークの確立と歩行者の安全確保のため整備を継続

します。

交通安全施設の

整備

交通事故が発生しやすい場所については、道路改良工事等により

整備を図っていきます。信号機やカーブミラーなどの設置につい

ては、今後とも関係機関と協議を進め実施します。

（２）

安全・

安心に

外出で

きるや

さしい

まちづ

くりの

整備・

推進
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3 安全で快適に子育てができるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策

実施状況
施 策 概　要

交通安全意識の

啓発

市内小学生に対する交通安全ポスター・標語コンクールを実施

し、交通安全に対する意識の高揚を図ります。

新型コロナウイルス感染症の

影響により事業の実施は中

止。

・交通安全ポスター・標語コ

ンクールを実施

・交通安全鼓笛パレードは各

学校ごとに実施するため、職

員の派遣など、必要な支援を

実施。

・交通安全ポスター・標語コン

クールを実施

・交通安全鼓笛パレードは各学校

ごとに実施するため、職員の派遣

など、必要な支援を実施。

・交通安全ポスター・標語コン

クールを実施。

・交通安全鼓笛パレードは各学校

からの要請を受け、担当職員及び

広報車両を派遣するなどの支援を

行った。

交通安全ポスター・標語コンクー

ルを実施した。

交通安全鼓笛パレードは、学校か

らの要請を受け、担当職員及び広

報車両を派遣するなどの支援を

行った。

生活防災課

交通安全は、一人ひとりがその大切さに「気付く」ことが重要で

あると考えます。その「気付き」のきっかけ作りとして、各交通

安全運動を中心に、啓発活動を継続して実施します。

各期交通安全運動時に啓発 各期運動時の啓発及び夏休み

期間中の交通安全教室の開

催。

各期運動時の啓発及び夏休み期間

中の交通安全教室の開催。

各期運動時の啓発及び夏休み期間

中に交通安全教室を開催した。

各期運動時の啓発及び夏休み期間

中に交通安全教室を開催した。
生活防災課

全小・中学校で交通安全教室

を実施

全小・中学校で交通安全教室

を実施

交通安全教室の実施と共に、全国

交通安全運動にも積極的に取り組

んでいる。

交通安全教室の実施と共に、全国

交通安全運動にも積極的に取り組

んでいる。

交通安全教室の実施と共に、全国

交通安全運動にも積極的に取り組

んでいる。
学校教育課

継続 継続 全幼稚園・保育園・こども園で年

次計画により実施

全幼稚園・保育園・こども園で年

次計画により実施

全幼稚園・保育園・こども園で年

次計画により実施
こども育成課

教員の指導力の

向上等

地域の実情に即した交通安全教育を推進するため、交通安全教育

にあたる職員の指導力の向上及び地域における民間の指導者の育

成に努めます。

　また、見守り隊、交通安全指導員とともに交通安全に関する指

導の機会に参加をします。

職員会議に研修の場を設定

し、職員の指導力の向上に努

めた。

職員会議に研修の場を設定

し、職員の指導力の向上に努

めた。

関係機関等との連携も進めら

れた。

各校で交通安全に関する教職員の

指導力の向上に努めるよう呼びか

けるとともに、交通安全の研修の

機会がある度に積極的に紹介して

いる。

各校で交通安全に関する教職員の

指導力の向上に努めるよう呼びか

けるとともに、交通安全の研修の

機会がある度に積極的に紹介して

いる。

各校で交通安全に関する教職員の

指導力の向上に努めるよう呼びか

けるとともに、交通安全の研修の

機会がある度に積極的に紹介して

いる。

学校教育課

各期交通安全運動時に啓発 各運動及び６月のシートベル

ト着用強化月間にHPやSNSで

の呼びかけを実施。

各運動及び６月のシートベルト着

用強化月間にHPやSNSでの呼びか

けを実施。

各運動及び６月のシートベルト着

用強化月間にHPや防災無線等での

呼びかけを実施した。

各運動及び６月のシートベルト着

用強化月間にHPや防災無線等での

呼びかけを実施した。 生活防災課

継続 継続 各園より、保護者に対し、お便り

等で周知した。

各園より、保護者に対し、お便り

等で周知した。

各園より、保護者に対し、お便り

等で周知した。
こども育成課

継続 通学路点検の結果から、生

徒・児童への街頭指導方法を

検討。

通学路点検の結果から、生徒・児

童への街頭指導方法を検討。

「白河市通学路交通安全プログラ

ム」に出席し、生徒・児童への街

頭指導方法を検討した。

「白河市通学路交通安全プログラ

ム」に出席し、生徒・児童への街

頭指導方法を検討した。 生活防災課

コロナ感染症拡大防止のため

合同点検は実施しなかった。

合同点検は実施した。 合同点検を実施した。 合同点検を実施した。 合同点検を実施した。

道路河川課

チャイルドシー

トの正しい使用

の徹底

チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルド

シートの使用効果及び使用方法について普及啓発活動を幼稚園等

にて展開します。

通学路の合同点

検事業

通学路の安全確保に向けた取組を行うために、「白河市通学路交

通安全プログラム」により、関係機関が連携し合同で点検する機

会を設け、問題点の解決に努めます。

交通安全の推進

今後も交通安全に関するルールの周知や交通安全教室を全小中学

校及び幼稚園等で開催することにより、親子で交通安全を考える

機会をつくります。

（３）

子ども

を交通

事故か

ら守る

ための

活動の

推進

（２）

安全・

安心に

外出で

きるや

さしい

まちづ

くりの

整備・

推進
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3 安全で快適に子育てができるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策

実施状況
施 策 概　要

コロナ禍により中止 小学校５校、中学校２校の点

検箇所２０箇所で実施

小学校５校、中学校４校の点検箇

所２７箇所で実施

小学校３校、中学校２校の点検箇

所１８箇所で実施

小学校5校、中学校２校の点検箇所

１6箇所で実施 学校教育課

自主防犯活動の

促進

防犯協会と連携 防犯団体（協会・指導隊）と

の連携と安心安全情報の発

信。

防犯団体（協会・指導隊）との連

携と安心安全情報の発信。

学校教育課や警察署等と密に情報

共有を行い、防災無線等を用いた

注意喚起を実施した。

学校教育課や警察署等と密に情報

共有を行い、防災無線等を用いた

注意喚起を実施した。 生活防災課

不審者情報とそれに対する対

策について、適宜速やかに幼

稚園、小・中学校に通知し

た。

不審者情報とそれに対する対

策について、適宜速やかに幼

稚園、小・中学校に通知し

た。

不審者情報とそれに対する対策に

ついて、適宜速やかに小・中学校

に通知するとともに、子ども支援

課、生涯学習スポーツ課との情報

共有を行った。

不審者情報とそれに対する対策に

ついて、適宜速やかに小・中学校

に通知するとともに、子ども支援

課、生涯学習スポーツ課との情報

共有を行った。

不審者情報とそれに対する対策に

ついて、アプリを活用して、適宜

速やかに小・中学校に通知すると

ともに、子ども支援課、生涯学習

スポーツ課との情報共有を行っ

た。

学校教育課

少年センターと連携。 少年センターと連携。 少年センターと連携して取り組ん

だ。

少年センターと連携して取り組ん

だ。

少年センターと連携して取り組ん

だ。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

防犯協会と連携。 防犯団体（協会・指導隊）と

の連携と安心安全情報の発

信。

防犯団体（協会・指導隊）との連

携と安心安全情報の発信。

防犯団体（協会・指導隊）や警察

署との連携により犯罪情報を共有

し、防災無線等を活用した犯罪の

情報周知を行った。

防犯団体（協会・指導隊）や警察

署との連携により犯罪情報を共有

し、防災無線等を活用した犯罪の

情報周知を行った。

生活防災課

少年補導員と連携し情報提供 少年補導員と連携し情報提供 少年補導員と連携した情報提供を

行った。

少年補導員と連携した情報提供を

行った。

少年補導員と連携した情報提供を

行った。 学校教育課

市内小・中･高校、県南教育事

務所、少年センターと連携。

市内小・中･高校、県南教育事

務所、少年センターと連携。

市内小・中・高校、県南教育事務

所、少年センターと連携して取り

組んだ。

市内小・中・高校、県南教育事務

所、少年センターと連携して取り

組んだ。

市内小中学校、学校教育課、少年

センターと連携して取り組んだ。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

パトロール活動

の推進

防犯協会と連携 防犯団体（協会・指導隊）と

の連携と安心安全情報の発

信。

防犯団体（協会・指導隊）との連

携と安心安全情報の発信。

防犯団体（協会・指導隊）が各自

パトロールを実施し、児童・生徒

の見守りを行った。

防犯団体（協会・指導隊）が各自

パトロールを実施し、児童・生徒

の見守りを行った。 生活防災課

見守り隊の活動を実施 見守り隊の活動を実施 見守り隊の活動を実施 見守り隊の活動を実施 見守り隊の活動を実施
学校教育課

少年補導員によるパトロール

を実施

少年補導員によるパトロール

を実施。

少年補導員によるパトロールを実

施

少年補導員によるパトロールを実

施

少年補導員によるパトロールを実

施

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

関係機関・団体

との情報交換

通学路の合同点

検事業

通学路の安全確保に向けた取組を行うために、「白河市通学路交

通安全プログラム」により、関係機関が連携し合同で点検する機

会を設け、問題点の解決に努めます。

（４）

子ども

を犯罪

等の被

害から

守るた

めの活

動の推

進

（３）

子ども

を交通

事故か

ら守る

ための

活動の

推進

住民の自主防犯活動を促進するため、少年補導員等と犯罪等に関

する情報の共有に努めます。

子どもを犯罪等の被害から守るため、関係機関・団体と不審者情

報等の速やかな情報共有に努めます。

ＰＴＡ等の学校関係者や防犯ボランティア等の地域団体、関係機

関と連携し、学校付近や通学路等においてパトロール活動を実施

します。
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3 安全で快適に子育てができるまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策

実施状況
施 策 概　要

防犯講習の実施 防犯協会と連携 防犯団体（協会・指導隊）と

の連携と安心安全情報の発

信。

防犯団体（協会・指導隊）との連

携と安心安全情報の発信。

今年度の防犯講習にかかる依頼等

はなし。

今年度の防犯講習にかかる依頼等

はなし。

生活防災課

防犯教室は全小中学校で実施 防犯教室は全小中学校で実施 防犯教室は全小中学校で実施し

た。

防犯教室は全小中学校で実施し

た。

防犯教室は全小中学校で実施し

た。 学校教育課

地域の要望に応じて、出前講

座等を活用し、防犯意識を高

めるための機会を提供した。

地域の要望に応じて、出前講

座等を活用し、防犯意識を高

めるための機会を提供した。

地域の要望に応じて、出前講座等

を活用し、防犯意識を高めるため

に機会を提供した。

地域の要望に応じて、出前講座等

を活用し、防犯意識を高めるため

に機会を提供した。

地域の要望に応じて、出前講座等

を活用し、防犯意識を高めるため

の機会を提供した。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

「ひなんの家」

等防犯ボラン

ティア活動の支

援

子どもが危険を感じた時や困ったことが起きた時の緊急避難場所

である「ひなんの家」へのさらなる協力を依頼するとともに、視

認性を高めるために古いステッカーの更新に努めます。

要望に応じ、避難の家ステッ

カーを配布する。

要望に応じ、避難の家ステッ

カーを配布している。

要望に応じ、避難の家ステッカー

を配布している。

要望に応じ、避難の家ステッカー

を配布している。

名簿の更新を行い、必要に応じ

「ひなんの家」ステッカーを配布

した。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

メディアコントロールの取組

をPTA組織を母体として実施

事業廃止 生涯学習ス

ポーツ課

各学校でメディアコントロー

ルの取り組みを実施。また、

中学校区で講演会等を実施。

各学校でメディアコントロー

ルの取り組みを実施。また、

中学校区で講演会等を実施。

各学校でメディアコントロールの

取り組みを実施。また、中学校区

で講演会等を実施。

各学校でメディアコントロールの

取り組みを実施。また、中学校区

で講演会等を実施。

各学校でメディアコントロールの

取り組みを実施。また、中学校区

で講演会等を実施。
学校教育課

社会を明るくす

る街頭啓発活動

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更正について理解を深め

るため、街頭啓発等の活動を行い、犯罪のない社会の実現を目指

します。

７月の強調月間に併せて活動

を行った

７月の強調月間に併せて活動

を行った。

継続 7月の強調月間に併せて活動を行っ

た。

7月の強化月間に併せて、街頭啓発

活動を行った。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

環境浄化活動の

促進

青少年の健全育成に好ましい環境の実現に向けて、有害環境の排

除・浄化に努めます。

少年補導員によるパトロール

を実施

少年補導員によるパトロール

を実施。

少年補導員によるパトロールを実

施

少年補導員によるパトロールを実

施

少年補導員によるパトロールを実

施した。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校それぞれのＰＴＡが、メ

ディアコントロールの推進に重点的に取り組んでおり、今後さら

にメディアコントロールの普及・拡大に向けて取組の強化に努め

ます。

（４）

子ども

を犯罪

等の被

害から

守るた

めの活

動の推

進

子どもが犯罪等に遭わないようにするための防犯教室を継続して

実施します。

子どもや保護者

に対する教育・

啓発の推進

（５）

子ども

を取り

巻く有

害環境

対策の

推進
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

母子健康手帳の

交付

妊娠、出産、子どもの成長記録としてすべての親子が活用でき

るよう、母子健康手帳をこども支援課窓口で交付します。交付

に際しては、母子健康手帳の使い方の説明、市保健事業の紹

介、妊娠中の生活についての指導、妊婦健康診査受診票の使い

方の説明、こども医療費助成制度及び児童手当の手続きの説明

を行います。

380人 314人 292人 269人 248人

こども支援課

父子健康手帳の

交付

父親の育児参加を促すため、育児に関する基本やこどものここ

ろと体の発達等が記載されている『イクメンビギナー必携ノー

ト』を第1子の父親に対して、母子健康手帳とあわせて交付しま

す。

375人 174人 115人 111人

(第1子の父親に対し交付)

118人

(第1子の父親に対し交付)
こども支援課

妊産婦健康診査 妊娠、出産後の母体の健康状態を診査するため、妊娠中15回、

産後１回分の受診票を母子健康手帳交付時に配付します。ま

た、里帰り出産など県外で妊産婦健康診査を受ける者に対し、

費用を助成します。

妊婦　　580人

延べ　 4391回

産婦　　346人

延べ　　346回

妊婦　　520人

延べ　 4098回

産婦　　362人

延べ　　498回

妊婦　　478人

延べ　 3586回

産婦　　301人

延べ　　462回

妊婦　　410人

延べ　 3,166回

産婦　　266人

延べ　　428回

妊婦　　405人

延べ　 2977回

産婦　　257人

延べ　　432回

こども支援課

新生児聴覚検査 聴覚障害の早期発見、早期療育を図るため、検査にかかる費用

について公費負担を行い、受診者の経済的負担の軽減を図りま

す。

検査　　358人 検査　337人 検査　300人 検査　262人 検査　234人

こども支援課

産後ケア事業 若年妊婦や生活体験の、未熟等により育児に知識や技術が不足

している産婦に対し、産後ケアサービス（宿泊ケア･日帰りケ

ア）を提供することにより、自信を持って育児が行えるように

支援し、子供が産み育てられる環境づくりの一助とします。

産後ケア事業

　日帰りケア  　4件

　宿泊ケア　     2件

産後ケア事業

　日帰りケア　0件

　宿泊ケア　　1件

産後ケア事業

　日帰りケア　　 3件

　宿泊ケア　　　 5件

産後ケア事業

　日帰りケア　　 3件

　宿泊ケア　　　 5件

産後ケア事業

　日帰りケア　　 11件

　宿泊ケア　　　   3件 こども支援課

乳幼児全戸訪問

（こんにちは赤

ちゃん訪問）事

業

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、不安や悩み

を聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の

心身の状況や養育環境等の把握や助言を行います。

訪問件数　　338件 訪問件数　372件 訪問件数　286件 訪問件数　266件 訪問件数　256件

こども支援課

養育支援訪問事

業

こんにちは赤ちゃん訪問事業実施後、引き続き養育支援が必要

な家庭を訪問し、相談、助言、指導を行います。

年間延べ利用者数　49人 年間延べ利用者数　31人 年間延べ利用者数　44人 15世帯　延67人 26世帯　延81人

こども支援課

乳幼児健康診査 乳幼児の健康の保持増進及び病気の早期発見、治療のために、

４か月児、１歳６か月児、３歳児を対象にした健康診査及び1歳

児、２歳児歯科健康診査を行います。また、事後対策として

は、要継続支援児を把握し、適切なフォローを行うとともに、

未受診児に対しては、電話・文書・訪問により受診を勧めま

す。

受診数

4ヶ月　　　336人

１歳　 　　 338人

 1.6ヶ月　　412人

2歳　　　　370人

3歳　　　　466人

受診数

4ヶ月　　　329人

１歳　 　　 351人

 1.6ヶ月　   364 人

2歳　　　　 358人

3歳　　　　393人

受診者数

4ヶ月　　　　  328人

１歳　 　　　　361人

 1.6ヶ月　   　 341人

2歳　　　　　　334人

3歳　　　　　　396人

受診者数

4ヶ月　　  282 人

１歳　　　  304人

１歳６か月　313人

２歳　　　361人

３歳　　　348人

受診者数

4ヶ月　　 　 248 人

１歳　　     254 人

１歳６か月　297人

２歳　　　    302 人

３歳　　　    344人

こども支援課

乳幼児家庭訪問 育児不安がある親や各種健診、相談後に継続支援が必要な乳幼

児に対し、定期的に訪問指導を行います。また、乳幼児健診の

未受診児の親等に対して親等へ健診の必要性について理解を促

し、受診を勧めます。

種別　　延べ件数

妊産婦　448件

乳児　　 53件

  (赤ちゃん訪問を除く）

幼児　　 165件

種別　　延べ件数

妊産婦　425件

乳児　　 83件

  (赤ちゃん訪問を除く）

幼児　　 164件

種別　　　延べ件数

妊産婦　　　327件

乳児　　　　50件

  (赤ちゃん訪問を除く）

幼児　　 　　52件

種別　　　延べ件数

妊産婦　　　271件

乳児　　　　13件

 (赤ちゃん訪問/養育支援訪問を除

く）

幼児　　 　　45件

種別　　　延べ件数

妊産婦　　　348件

乳児　　　　  46件

 (赤ちゃん訪問/養育支援訪問を除

く）

幼児　　 　  115件

こども支援課

担当課

（１）

子ども

や母親

の健康

の確保

基本

施策
施 策 概　要

実施状況
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

口腔の健康管理 フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口事業や歯科衛生士の活用を図

り、口腔の健康管理に理解を深め実践につなげます。

フッ化物洗口実施校

：小学校　１３校

：中学校　　6校

フッ化物洗口実施校

：小学校　１４校

：中学校　　6校

フッ化物洗口実績校

・小学校　12校

・中学校　6校

フッ化物洗口実績校

・小学校　13校

・中学校　8校

フッ化物洗口実績校

・小学校　13校

・中学校　  7校
こども支援課

育児支援事業

【再掲】

育児に関する情報提供や教室を開催し、母親同士の仲間づく

り、栄養や育児の相談などを行い、母親が孤立して育児不安に

陥らないよう子育てを支援します。

【再掲】継続 【再掲】

離乳食相談会　　18回　 27人

【再掲】

離乳食相談会　21回　27人

【再掲】

離乳食相談会　16回　29人

【再掲】

離乳食相談会　7回　10人
こども支援課

母と子の健康づ

くり行事予定表

の作成

住民へ分かりやすく母子保健事業関係の情報提供を行うため、

母子保健事業の年間計画などを掲載した母と子の健康づくり行

事予定表を作成し、配布します。

行事予定表を作成し配布。 行事予定表を作成し配布1091通郵送

済

行事予定表を作成し配布　1,089通

郵送

行事予定表を作成し配布　1,035通

郵送

行事予定表を作成し配布　850通郵送

こども支援課

子育てサロン推

進事業【再掲】

子育てを楽しめる環境づくりを促進するため、未就学児及びそ

の保護者が気軽に集い交流し、仲間づくりを行う場を運営する

団体に対し、その費用の一部を助成します。

【再掲】

子育てサロン　３団体

【再掲】

子育てサロン　３団体

【再掲】

子育てサロン　３団体

【再掲】

子育てサロン　３団体

【再掲】

子育てサロン　３団体
こども支援課

（１）

子ども

や母親

の健康

の確保

予防接種事業 感染の恐れがある疾病の発生及びまん延予防などを目的に、乳

幼児や児童生徒を対象に予防接種を実施します。

定期予防接種に加え、おたふくかぜ、インフルエンザ(中学三年

生)の予防接種の費用を助成します。

また、妊娠を希望する方やその夫を対象に風しんの予防接種の

費用を助成します。

・定期及び任意予防接種実績

四種混合　1,270名

二種混合　434名

日本脳炎　2,105名

ヒブ　　　1,242名

小児用肺炎球菌　1,239名

水痘　643名

麻しん風しん　767名

BCG　311名

B型肝炎　907名

子宮頸がん　722名

ロタウイルス　661名

おたふくかぜ　354名

中学3年生ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ　200名

妊娠希望者等風しん・MR　42名

・新型コロナウイルス(５～18歳)

延べ人数(R5.4.1年齢基準日)

　１回目　4,830名・２回目　4,776

名

　３回目　3,852名・４回目　2,200名

　５回目　2名

・定期及び任意予防接種実績

　四種混合　363名

　二種混合　384名

　五種混合　693名

　IPV　2名

　日本脳炎　1,461名

　Hib感染症　329名

　小児用肺炎球菌感染症　1,025名

　子宮頸がん　1,579名

　水痘　516名

　B型肝炎　747名

　ロタウィルス　651名

　麻しん風しん　638名

　BCG　247名

おたふくかぜ   239名

小児・妊婦インフルエンザ   2,522名

MR・風しん(妊娠希望)   26名

健康増進課

・定期及び任意予防接種実績

　四種混合　974名

　二種混合　395名

　日本脳炎　1,554名

　Hib感染症　1,147名

　小児の肺炎球菌感染症

　　　　　　　　　1,150名

　水痘　603名

　麻しん風しん混合　711名

　BCG　281名

　B型肝炎　876名

　子宮頸がん　879名

　ロタウイルス　676名

　おたふくかぜ　339名

　小児・妊婦インフルエンザ

　　　　　　　　　　2,518名

　MR・風しん（妊娠希望）

　　　　　　　　　　  　76名

・新型コロナウイルス接種実績

　1,152名

延べ人数

三種混合　2名

四種混合　1,494名

二種混合　437名

ポリオ単独　0名

日本脳炎　2,057名

ヒブ　       1,496名

小児用肺炎球菌　 1,453名

水痘　755名

麻疹風しん　802名

ＢＣＧ　362名

Ｂ型肝炎　1,066名

子宮頸がん　47名

定期ロタウイルス　285名

定期外ロタウイルス　408名

おたふくかぜ　417名

中学3年生ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ　335名

妊娠希望者等風しん･MR　69名

延べ人数

三種混合　0名

四種混合　1,481名

二種混合　397名

ポリオ単独　0名

日本脳炎　1,177名

ヒブ　　　1,478名

小児用肺炎球菌　1,476名

水痘　701名

麻しん風しん　821名

BCG　358名

B型肝炎　1,106名

子宮頸がん　104名

ロタウイルス　814名

おたふくかぜ　367名

中学3年生ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ　279名

妊娠希望者等風しん・MR　38名

新型コロナウイルス(５～18歳)

　１回目　3,943名　２回目　3,403名

　３回目　420名
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

子育てスキル

アップ事業

子育てに大切な基本的な生活リズムや愛着形成の促進、メディ

アコントロールについての意識の醸成を図るため母子手帳交付

時や妊婦・乳幼児健診時での助言や集団指導、子育て教室での

保護者向け講演会を実施します。

　また、保育環境や保育の実際、気になる子の関わり方につい

て医師より助言をいただく訪園型研修を行います。

わくわく子育て教室

　　　　　  動画配信　１３３人

健診時集団教育

　　　　　　　　51回  1548人

園児保護者向け講演会

　　　　　　　　1回　48人

わくわく子育て教室

　　　　　動画配信　295人

健診時集団教育

　　　　　　　　68回  1795人

園児保護者向け講演会

　　　　　　　　2回　100人

わくわく子育て教室

　　　　　動画配信　　342人

健診時集団教育

　　　　　　　　68回  1760人

訪問型研修

　　　　　　　　10回

Baby Happy Room

　はいはい　12回 146組　293人

　とことこ　12回　85組　170人

わくわく子育て教室

　動画配信　　67人

健診時集団教育

　　66回　　1,603人

訪問型研修

　　10回

Baby Happy Room

  はいはい　12回　86組　175人

　とことこ 　12回　70組　140人

わくわく子育て教室

　動画配信　　122人

健診時集団教育

　　65回　　1,482人

Baby Happy Room

  はいはい　11回　63組  131人

  とことこ    12回   46組    93人

訪問型研修は廃止

こども支援課

乳幼児の栄養指

導

乳幼児健康診査や育児支援事業において、離乳食・栄養指導の

充実を図り、幼児食へのスムーズな移行と月齢に応じた食生活

を支援します。

　また、生活リズムや「早寝・早起き・朝ごはん」の大切さを

周知します。

乳幼児健康診査　　1922人

離乳食相談会　28回　30人

乳幼児健康診査　1795人

離乳食相談会　　18回　 27人

乳幼児健康診査　　　　1760人

離乳食相談会　　21回　27人

乳幼児健康診査　1,608人

離乳食相談会　16回　　29人

乳幼児健康診査  1,445人

離乳食相談会　7回　　10人

広報10月号に「初めての離乳食」に

ついて掲載。

こども支援課

保育園給食の充

実

入園児童の健全な発育と食の習慣、知識を学ぶ食育の教育的な

役割を持つ保育園給食の充実を図ります。入園児童が楽しく食

事をとれるよう献立を工夫し、食育指導も積極的に行います。

継続 継続 保育園　５園

・早寝早起き朝ごはん歯みがき

・３つの食品群の働き

保育園給食　5園

食育指導　保育園5園

　　　　　幼稚園9園

　　　　　認定こども園3園

保育園給食　5園

食育指導　保育園6園

　　　　　幼稚園8園

　　　　　認定こども園4園
こども育成課

学校給食の充実 適切な栄養の摂取による健康の保持増進と体位の向上、生涯を

通じて健康な生活を送るために、子どもの頃から体によい食べ

物を選べる力を育て、食事について正しい理解と望ましい食習

慣を養えるようにします。

継続 継続 継続 ・食育メニューや行事食、郷土食

等を取り入れた給食を提供

・市内統一の減塩献立の実施（１

回）

・地場産物を活用した給食を提供

・食育メニューや行事食、郷土食等

   を取り入れた給食を提供

・市内統一の減塩献立の実施（年2

回）

・地場産物を活用した給食を提供

健康給食推進

室

食育指導 幼稚園、保育園を訪問し、正しい栄養の摂り方、望ましい生活

習慣等が身につくよう支援します。

回数　    15回

受講数　713人

回数　　14回

受講者　668人

回数　　18回

受講者　619人

回数　　17回

受講者　588人

回数　　19回

受講者　548人
こども支援課

こども育成課

心の健康に関す

る情報提供・知

識の普及

各学校において心の健康づくりを一層推進していくために情報

の提供を行います。

校長会等において心の健康づくりに関する

情報を提供し、意識化を図った。

校長会等において心の健康づくりに

関する情報を提供し、意識化を図っ

た。

校長会等において「SOSの出し方

に関する教育」をはじめ、心の健

康づくりに関する資料や情報を提

供し、意識化を図った。

校長会等において「SOSの出し方

に関する教育」をはじめ、心の健

康づくりに関する資料や情報を提

供し、意識化を図った。「SOSの

出し方に関する教育」は各校の教

育課程に少なくとも１回は位置づ

けして実施した。

校長会等において「SOSの出し方に関

する教育」をはじめ、心の健康づくり

に関する資料や情報を提供し、意識化

を図った。「SOSの出し方に関する教

育」は各校の教育課程に少なくとも２

回は位置づけして実施した。

学校教育課

学校

スクールカウン

セラー配置事業

【再掲】

市配置のスクールカウンセラーを増員し、県配置をあわせ、全

ての小中学校にスクールカウンセラーを配置します。

【再掲】

継続

【再掲】

継続

【再掲】

継続

【再掲】

継続

【再掲】

継続
学校教育課

（１）

子ども

や母親

の健康

の確保

（２）

「食

育」の

推進

（３）

思春期

保護対

策の充

実
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

ピアカウンセリ

ングの実施

先行的に取り組んでいる学校の事例を小中学校に広め、より多

くの学校で実践できるようにします。生徒指導主事研修会での

事例発表会など啓発の機会として活かします。

（※ピアカウンセリングとは、同じ背景を持つ人同士が対等な立場で話し合う

ことです。ピアとはここでは仲間と言う意味。「障がいについては障がい者こ

そが専門家」という考えのもとに平等かつ対等に話し合います。）

啓発の機会を増やしていくことが必要であ

る。

校長会や教頭会、各種研修回答で啓

発するよう努めた。

校長会や教頭会、各種研修回答で

啓発を図った。

校長会や教頭会、各種研修回答で

啓発を図った。

校長会や教頭会、各種研修回答で啓発

を図った。

学校教育課

「性に関する指

導」の充実

性についての指導を充実させ、優れた事例については小中学校

の研修の場で紹介します。

全小・中学校で養護教諭が推進者となり、

計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者と

なり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者とな

り、計画的に実施した。 学校教育課

学校

たばこが健康に

及ぼす影響につ

いての教育の推

進

小学校において、たばこの健康への影響を指導していくととも

に、小中連携した喫煙についての指導を養護教諭が中心となっ

て計画的に実施します。優れた事例については小中学校の研修

の場で紹介します。

全小・中学校で養護教諭が推進者となり、

計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者と

なり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者とな

り、計画的に実施した。 学校教育課

学校

アルコールが健

康に及ぼす影響

についての教育

の推進

小学校段階でのアルコールの健康への影響を指導するととも

に、小中連携した飲酒についての指導を実施します。優れた事

例については小中学校の研修の場で紹介します。

全小・中学校で養護教諭が推進者となり、

計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者と

なり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者とな

り、計画的に実施した。 学校教育課

学校

薬物乱用防止教

育の推進

各学校において、県南保健福祉事務所と連携し、啓発資材やビ

デオ及びパネル等を活用して、乱用薬物の影響に関する正しい

知識の普及に努めます。

全小・中学校で養護教諭が推進者となり、

計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者と

なり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者

となり、計画的に実施した。

全小・中学校で養護教諭が推進者とな

り、計画的に実施した。
学校教育課

地域医療体制の

整備

地域医療に関する講演会や啓発事業を実施するとともに、多様

化する医療ニーズに対応するため、医師会と連携を図り、医師

の確保に努め、安定的・持続的な地域医療体制の整備を図りま

す。

健康づくり推進協議会を開催

２回(1回目は書面開催)

地域医療啓発事業　4回

健康づくり推進協議会を開催

２回

地域医療啓発事業　3回

健康づくり推進協議会を開催

２回

地域医療啓発事業　3回

健康づくり推進協議会を開催

３回

地域医療啓発事業（啓発資料配

布）

健康づくり推進協議会を開催

２回

地域医療啓発事業　２回
健康増進課

救急医療の充実 小児平日夜間救急医療事業や休日救急医療当番医制事業等を継

続し、救急医療体制の充実を図ります。

受診延べ数

小児平日夜間救急　　88名

休日当番医（小児）  799名

受診延べ数

小児平日夜間救急　　139名

休日当番医（小児）  1,158名

受診延べ数

小児平日夜間救急　　91名

休日当番医（小児） 1,491名

受診延べ数

小児平日夜間救急　　191名

休日当番医（小児） 2,268名

受診延べ数

小児平日夜間救急　　194名

休日当番医（小児） 1,817名
健康増進課

当番医等の情報

提供

当番医の周知は、年間予定表や広報紙、ホームページ等で行い

ます。

年間予定表、広報、ホームページで情報提

供

年間予定表、広報、ホームページで

情報提供

年間予定表、広報、ホームページ

で情報提供

年間予定表、広報、ホームページ

で情報提供

年間予定表、広報、ホームページで情

報提供 健康増進課

特定不妊治療費

助成事業

子どもを希望しながらも恵まれない方に治療費の一部を助成し

ます。

助成回数　　34件 助成件数　４７件 助成件数　27件 実施なし 不妊治療が保険適用の対象となったた

め、事業を廃止

こども支援課

不妊治療費助成

事業

不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用外

となる不妊治療費と不妊症検査費用の一部及び治療にかかる通

院に対する助成を行います。

【R6開始】

助成件数　4件

こども支援課

（３）

思春期

保護対

策の充

実

（５）

不妊に

関する

相談支

援

（４）

地域に

おける

小児医

療の充

実
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

発達支援事業 発達の遅れ等の可能性がある乳幼児を対象に、発達支援教室の

開催や、臨床心理士・言語聴覚士による相談、医師による発達

相談会、保育園・幼稚園の巡回相談を実施します。

のびのび教室　３教室

　　　実施回数　62回

　　　参加延数　287人

心理相談      　　 41回     76人

ことばの相談    　12回     44人

発達相談会　   　 12回　  34人

巡回相談　　　    34回　185人

のびのび教室　３教室

　　　実施回数　68回

　　　参加延数　321人

心理相談      　　36回     71人

ことばの相談    　12回     45人

発達相談会　   　 12回　  35人

巡回相談　　　    37回　207人

のびのび教室　３教室

　　　実施回数　　74回

　　　参加延数　　381人

心理相談      　　36回     77人

ことばの相談    　12回     44人

発達相談会　   　 12回　  30人

巡回相談　　　    24回　 114人

のびのび教室　３教室

　実施回数　75回

　参加延数　387人

心理相談　36回　82人

ことばの相談　12回　42人

発達相談　　12回　 34人

巡回相談　　23回　120人

のびのび教室　３教室

　実施回数　  60回

　参加延数　368人

心理相談　        36回　 69人

ことばの相談　12回 　41人

発達相談　　    12回　 33人

健診事後訪問　39回　232人

こども支援課

白河っ子応援事

業

【再掲】

保育園・幼稚園の４歳児を対象にすこやか相談会やフォロー

アップ訪問を開催します。

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：39回

　実施児童数：474名

・フォローアップ訪問

　回数：23回

　実施児童数：62名

・巡回相談

　回数: 34回

　実施児童数： 185名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:　3回

  ペアレントトレーニング　0回

・白河っ子応援事業連携会議 1回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   　6回　6人

・小学校見学同行支援　　11人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：32回

　実施児童数：441名

・フォローアップ訪問

　回数：23回

　実施児童数：64名

・巡回相談

　回数: 37回

　実施児童数： 207名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:　3回

  ペアレントトレーニング　4回

  愛着障害研修会　3回

・白河っ子応援事業連携会議 1回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   　８回　8人

・小学校見学同行支援　　5人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：42回

　実施児童数：431名

・フォローアップ訪問

　回数：24回

　実施児童数：52名

・巡回相談

　回数: 24回

　実施児童数： 112名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回

 ・白河っ子応援事業連携会議 　2

回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   3回　3人

・小学校見学同行支援　2人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：51回

　実施児童数：322名

・フォローアップ訪問

　回数：27回

　実施児童数：236名(年中児・年

長児のフォローアップ児・経過観

察児）

・巡回相談

　回数: 23回

　実施児童数：延112名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回

 ・白河っ子応援事業連携会議 　2

回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　  0回　0人

・小学校見学同行支援　延19人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：48回

　実施児童数：269名

・フォローアップ訪問

　回数：20回

　実施児童数：219名(年中児・年長

児のフォローアップ児・経過観察児）

・健診事後訪問

　回数: 39回　実施児童数：延232人

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回　人数：15名

 ・白河っ子応援事業連携会議（支援

課・育成課・教育委員会の関係者との

連携会議）

　回数：1回　人数：7名

・小学校見学同行支援　延8人

※特別支援教育情報提供相談会は情報

提供のみ行った

こども支援課

こども育成課

口腔の健康管理

【再掲】

フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口事業や歯科衛生士の活用を図

り、口腔の健康管理に理解を深め実践につなげます。

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　１３校

：中学校　　６校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　14校

：中学校　　6校

【再掲】

フッ化物洗口実績校

・小学校　12校

・中学校　6校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　　　13校

：中学校　　　8校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　　　13校

：中学校　　　  7校

こども支援課

基礎学力向上推

進事業

年３回、各小中学校の代表による学力向上推進会議を開催し、

各校の足並みをそろえた取組を推進しています。市全体だけで

なく、各学校の取組を個別に支援する体制を充実させることを

目指します。

年２回学力向上推進会議を実施し、学力向

上への意識を高めるとともに各学校の取組

を紹介した。

年３回学力向上推進会議を実施する

とともに、研究収録を作成し、学力

向上の推進を図った。

年３回学力向上推進会議を実施す

るとともに、研究収録を作成し、

学力向上の推進を図った。

年３回学力向上推進会議を実施す

るとともに、研究収録を作成し、

学力向上の推進を図った。

年３回学力向上推進会議を実施すると

ともに、研究収録を作成し、学力向上

の推進を図った。
学校教育課

国際理解教育の

拡充

現在はＡＬＴ（外国語指導助手）６名体制で英語教育の充実を

図っています。小学校での英語活動への対応を工夫します。

全小・中学校へALTを配置し、英語教育の

充実を図ることができた。

全小・中学校へALTを配置し、英語

教育の充実を図ることができた。

全小・中学校へALTを配置し、英語

教育の充実を図ることができた。

全小・中学校へALTを配置し、英語

教育の充実を図ることができた。

全小・中学校へALTを配置し、英語教

育の充実を図ることができた。 学校教育課

情報教育の充実 児童生徒用のコンピュータの計画的な更新を実施するととも

に、教師用コンピュータの整備を進め、情報教育の充実を図り

ます。

また、情報モラル教育の充実のための研修を積極的に進めま

す。

校務用のパソコンを小学校で42台、中学校

で39台更新した。また、小学校へ電子黒板

を18台購入した。

継続

校務用パソコンを110台更新する。

また、小学６年生及び中学1年生の

教室に電子黒板を計49台設置する。

さらに、ICT授業支援員を1名増員

し、ICT教育環境の充実を図る。

電子黒板を　小学校に２４台、中

学校に１８台、計４２台設置し

た。

校務支援パソコンを２９台更新し

た。また、電子黒板を小学校に２

４台、中学校に８台、計３２台設

置した。

校務支援パソコン５００台、リース契

約に変更し、市内小・中学校に必要台

数を配置した。また、電子黒板を小学

校に８台設置した。
学校教育課

（６）

子ども

のすこ

やかな

発育・

発達支

援の充

実

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

①確か

な学力

の向上
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

特別支援教育支

援員配置事業

特別な支援を必要とする児童生徒に対する学校生活のサポート

のための支援員を配置するとともに、資質向上のための研修会

を定期的に実施します。

令和2年度は、42名の支援員を配置した。 令和2年度は、4３名の支援員を配置

した。

４７名の支援員を配置した。 ４７名の支援員を配置した。 ４９名の支援員を配置した。

学校教育課

土曜学習推進事

業

希望する小学生を対象として、土曜日に自主的な学習の場を提

供する「土曜学習会」を市内６会場で実施し、子どもたちの学

習意欲の向上を図ります。

白河中央、白河第二、東北、表郷、大信、

東の６地域で各４回（計24回）の土曜学習

を実施した。

白河中央、白河第二、東北、表郷、

大信、東の６地域で各５回（計３０

回）の土曜学習を実施した。

廃止

学校教育課

読み聞かせ団体への協力（大信） 読み聞かせ団体への協力（大信） 読み聞かせ団体への協力（大信） 読み聞かせ団体への協力（大信） 読み聞かせ団体への協力（大信）

図書館

図書館と連携して実施 継続 継続 公立保育園　5園　計120冊

公立幼稚園　8園　計175冊

私立保育園・こども園（保育部）

　10園　計168冊（239,000円補

助）

私立幼稚園・こども園（幼稚部）

　　6園　計110冊（179,000円補

助）

公立保育園　5園　計 79冊

公立幼稚園　7園　計147冊

私立保育園・こども園（保育部）

　10園　計178冊（240,000円補

助）

私立幼稚園・こども園（幼稚部）

　　6園　計80冊（180,000円補

助）

こども育成課

策定済みの「第三次白河市子ども読書活動推進計画」に基づい

た図書館での調べ学習等に対応できる資料の充実、児童サービ

スに関する専門性を持った図書館職員の育成並びに配置を促進

するほか、ブックスタート事業による図書の配布、更には、学

校と連携を図りながら読書の推進に努めます。また、読書ボラ

ンティアの効率的な活用を進めます。

子どもの読書活

動推進事業の実

施

資料の充実

　児童書　118,922冊

児童サービス担当職員

　りぶらん）正2人、会計年度任用

職員6人

　地域館）会計年度任用職員8人

　学校図書館司書のサポート・育

成担当１人

ブックスタート事業(1歳児対象)

　年12回　285人　担当5人

学校図書館・児童クラブへの貸

出・配本

移動図書館の実施（東）

図書館見学などの対応（全館）

学校でのおはなし会・ブックトー

ク（大信）

児童読書感想画展（学校）の実施

手づくり絵本展の実施、だれでも

ブックデザイナー（児童クラブ

等）の実施

新一年生への読書ノート配付

おはなし会ボランティア　8人

資料の充実

　児童書　112,964冊

児童サービス担当職員

　りぶらん）正2人、会計年度任用職員6人

　地域館）会計年度任用職員7人

　　　学校図書館司書のサポート・育成担当

１人

ブックスタート事業(1歳児対象)

　年12回　389人　担当4人

学校図書館・児童クラブへの貸出・配本

移動図書館の実施（大信）

(東はコロナ対策のため中止し、配本で対応)

図書館見学などの対応

学校でのおはなし会・ブックトーク（大信）

児童読書感想画展（学校）の実施

手づくり絵本展をコロナのため中止し、だれ

でもブックデザイナー（児童クラブ）を実施

新一年生への読書ノート配布

おはなし会ボランティア　7人

(コロナのため活動なし)

ブックスタートボランティア　5人(コロナの

ため活動なし)

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

①確か

な学力

の向上

図書館

資料の充実

　児童書　117,102冊

児童サービス担当職員

　りぶらん）正2人、会計年度任用職

員6人

　地域館）会計年度任用職員6人

　学校図書館司書のサポート・育成担

当１人

ブックスタート事業(1歳児対象)

　年12回　370人　担当4人

学校図書館・児童クラブへの貸出・配

本

移動図書館の実施（大信・東）

図書館見学などの対応

学校でのおはなし会・ブックトーク

（大信）

児童読書感想画展（学校）の実施

手づくり絵本展の実施、だれでもブッ

クデザイナー（児童クラブ）の実施

新一年生への読書ノート配付

おはなし会ボランティア　7人

(コロナのため活動なし)

ブックスタートボランティア　5人(コ

ロナのため活動なし)

資料の充実

　児童書　120,866冊

児童サービス担当職員

　りぶらん）正2人、会計年度任用職

員6人

　地域館）会計年度任用職員8人

　学校図書館司書のサポート・育成担

当１人

ブックスタート事業(1歳児対象)

　年12回　219人　担当5人

学校図書館・児童クラブへの貸出・配

本

図書館見学などの対応（全館）

学校でのおはなし会・ブックトーク

（大信）

児童読書感想画展（学校）の実施

手づくり絵本展の実施、だれでもブッ

クデザイナー（児童クラブ等）の実施

新一年生への読書ノート配付

おはなし会ボランティア　11人

資料の充実

　児童書　118,922冊

児童サービス担当職員

　りぶらん）正2人、会計年度任用

職員6人

　地域館）会計年度任用職員8人

　学校図書館司書のサポート・育

成担当１人

ブックスタート事業(1歳児対象)

　年12回　285人　担当5人

学校図書館・児童クラブへの貸

出・配本

移動図書館の実施（東）

図書館見学などの対応（全館）

学校でのおはなし会・ブックトー

ク（大信）

児童読書感想画展（学校）の実施

手づくり絵本展の実施、だれでも

ブックデザイナー（児童クラブ

等）の実施

新一年生への読書ノート配付

おはなし会ボランティア　8人
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

道徳教育の充実 道徳が「特別の教科」になったのに伴い、教科書を中心に授業

を展開し、また学校教育全体を通して道徳教育に取り組むよ

う、そして適切な評価ができるよう指導法の啓発に努めます。

小学校、中学校において「特別の教科　道

徳」として教科化された。教科書を使用し

ての学習が行われた。

小学校、中学校において「特別の教

科　道徳」として教科化された。教

科書を使用しての学習が行われた。

各校で「特別の教科　道徳」に取

り組み、その実施状況については

全校調査を行って把握している。

各校で「特別の教科　道徳」に取

り組み、その実施状況については

全校調査を行って把握している。

各校で「特別の教科　道徳」に取り組

み、その実施状況については全校調査

を行って把握した。東北中学校が県の

道徳教育推進指定校になったことを好

機に、全校で研究推進に努めた。

学校教育課

学校図書館利活

用推進事業の推

進

市立図書館と連携して学校司書の配置校を拡大し、学校図書館

の有効活用を図り、本に親しむ子どもたちを増やします。

全小中学校に学校司書を配置した。 全小中学校に学校司書を配置し、子

ども達の読書冊数の増加につながっ

た。

全小中学校に学校司書を配置し、

子ども達の読書環境の充実を図る

ことができた。

全小中学校に学校司書を配置し、

子ども達の読書環境の充実を図る

ことができた。

全小中学校に学校司書を配置し、子ど

も達の読書環境の充実を図ることがで

きた。
学校教育課

多様な体験活動

の推進

小学校では地域を知る活動を、中学校では職業体験を行い、地

域との関わりを持つ機会とします。

小学校では総合学習の時間等で地域に関わ

る授業を推進した。また中学校では職業体

験活動を実施した。

小学校では総合学習の時間等で地域

に関わる授業を推進した。また中学

校では職業体験活動を実施した。

小学校では総合学習の時間等で地

域に関わる授業を推進した。また

中学校では職業体験活動を実施し

た。

小学校では総合学習の時間等で地

域に関わる授業を推進した。また

中学校では職業体験活動を実施し

た。

小学校では総合学習の時間等で地域に

関わる授業を推進した。また中学校で

は職業体験活動を実施した。
学校教育課

白河市歴史・文

化再発見事業

小学１年生から中学３年生に、系統的、体験的に、自分が生ま

れ育った白河の歴史、文化を知る機会を増やし、ふるさとに誇

りを持てるようにします。

各小・中学校において、それぞれの地域及

び白河の歴史、文化について学ぶ学習を実

施した。

各小・中学校において、それぞれの

地域及び白河の歴史、文化について

学ぶ学習を実施した。

各小・中学校において、それぞれ

の地域及び白河の歴史、文化につ

いて学ぶ学習を実施した。

各小・中学校において、それぞれ

の地域及び白河の歴史、文化につ

いて学ぶ学習を実施した。

各小・中学校において、それぞれの地

域及び白河の歴史、文化について学ぶ

学習を実施した。
学校教育課

図書館活動の推

進

「おはなし会」等の子どもと本を結ぶ図書館行事や本の相談業

務を行い、発達段階に応じた楽しく豊かな本との出会いを推進

します。

ちびっこおはなしのくに

おはなし会

夏・冬のおはなし会

上記３つのおはなし会は、新型コロナ対策

のため中止

ミニミニおはなし会

2/27～３回　27人

ちびっこおはなしのくに

おはなし会

上記2つのおはなし会は、新型コロ

ナ対策のため中止。代替として下記

のおはなし会を実施。

ミニミニおはなし会（31回、203

人）

夏・冬のおたのしみ会（38人）

ちびっこおはなしのくに

おはなし会

上記2つのおはなし会は、新型コロ

ナ対策のため中止。代替として下

記のおはなし会を実施。

ミニミニおはなし会（43回、339

人）

夏・冬のおたのしみ会（27人）

ミニミニおはなし会

（～5/4コロナ禍対応のためのおは

なし会・5回、31人）

ちびっこおはなしのくに

（5/12～再開・11回、168人）

おはなし会

（5/12～再開・27回、232人）

夏・冬のおはなし会（50人）

東図書館おはなし会(64人)

ちびっこおはなしのくに

（12回、114人）

おはなし会

（33回、351人）

夏・冬のおはなし会（103人）

東図書館おはなし会(64人)
図書館

白河市歴史民俗

資料館の活用

特別企画展等を開催した際には、図録等を作成します。また、

企画展のみならず、収蔵資料の目録や報告書の刊行など、広く

市民への情報公開に努めるとともに、白河の歴史文化を学ぶ機

会を提供します。

令和2年度特別企画展「福島県立美術館の

名画たち」開催に際し、パンフレットを作

成した。また、『白河城御櫓絵図調査報告

書』を刊行した。

白河市の歴史・文化に関わりのある資料等

の収集及び調査・研究を継続実施。

特別企画展「今井珠泉展」を開催

し、図録を刊行した。また、民俗行

事の報告書を刊行し、白河の歴史文

化に関する学習機会の提供に努め

た。

特別企画展「松平定信と渋沢栄

一」を開催し、図録を刊行した。

また、白河藩士の分限帳を活字化

した報告書を刊行し、白河の歴史

文化に関する学習機会の提供に努

めた。

令和5年度は、行田市・桑名市との

友好都市締結25周年を記念した特

別企画展「武門の遺産」を小峰城

歴史館で開催した。また、旧小峰

城太鼓櫓に関する報告書や、市所

蔵資料の目録等を刊行し、白河の

歴史・文化に関する学習機会の提

供に努めた。

令和6年度は、国重要文化財に指定さ

れた天王山遺跡出土品の企画展（会

場：歴史民俗資料館）および南湖公園

の国指定100周年記念企画展（会場：

小峰城歴史館）を開催した。また、白

河藩主松平定信についてのガイドブッ

クを刊行し、白河の歴史・文化に関す

る学習機会の提供に努めた。

文化財課

生徒指導体制の

充実

生徒指導主事を中心に迅速な対応ができるように体制づくりを

進めます。

「いじめ対策連携協力会議」（生徒指導協

議会）等を通して取組の強化を図った。

「いじめ対策連携協力会議」（生徒

指導協議会）等を通して取組の強化

を図った。

「いじめ対策連携協力会議」（生

徒指導協議会）等を通して取組の

強化を図るとともに、学校訪問等

の機会を通して各学校の生徒指導

上の課題等について協議を行っ

た。

「いじめ対策連携協力会議」（生

徒指導協議会）等を通して取組の

強化を図るとともに、学校訪問等

の機会を通して各学校の生徒指導

上の課題等について協議を行っ

た。

「いじめ対策連携協力会議」（生徒指

導協議会）等を通して取組の強化を図

るとともに、学校訪問等の機会を通し

て各学校の生徒指導上の課題等につい

て協議を行った。

学校教育課

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

②豊か

な心の

育成
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

いじめの早期発

見・早期対応

教師と児童生徒、児童生徒同士の良好な人間関係づくりに取り

組み、いじめが発生しないように努めます。

QUテスト等による児童生徒の実態の把握を

通して人間関係づくりや学級づくりを進め

た。また、「『いじめ』について考える中

学生フォーラム」を開催し、各中学校への

啓発を図った。

QUテストを２回実施し、より良い

学級づくりのために活用を進めた。

より良い人間関係づくりを進めるこ

とで、いじめの未然防止、早期発見

に努めた。

QUテストを２回実施し、より良い

学級づくりのために活用を進め

た。より良い人間関係づくりを進

めることで、いじめの未然防止、

早期発見に努めた。

QUテストを２回実施し、より良い

学級づくりのために活用を進め

た。より良い人間関係づくりを進

めることで、いじめの未然防止、

早期発見に努めた。また、児童生

徒対象、保護者対象のアンケート

調査をそれぞれ年５回以上、年３

回以上実施した。

QUテストを２回実施し、より良い学

級づくりのために活用を進めた。より

良い人間関係づくりを進めることで、

いじめの未然防止、早期発見に努め

た。また、児童生徒対象、保護者対象

のアンケート調査をそれぞれ年５回以

上、年３回以上実施した。

学校教育課

不登校児童生徒

への早期対応

学級満足度尺度と学校生活意欲尺度を測定できるＱ－Ｕテスト

の活用を図り、学級の実態把握と対策に努めます。

ＱＵテストを通して児童生徒の実態把握を

行い、不登校への早期発見・早期解決に努

めた。また「さわやか教室」の活用を図っ

QUテストを２回実施し、不登校の

早期対応、早期解決に努めた。

QUテストを２回実施し、不登校の

早期対応、早期解決に努めた。

QUテストを２回実施し、不登校の

早期対応、早期解決に努めた。

QUテストを２回実施し、不登校の早

期対応、早期解決に努めた。 学校教育課

問題行動および

非行の防止

子ども一人ひとりに対する日常生活における観察の充実、変容

の把握に努めます。

生徒指導研修会や校長会を通して、ＱＵテ

ストを始めとする各種調査や日常生活の観

察に努めるよう働きかけた。

生徒指導研修会や校長会を通して、

ＱＵテストを始めとする各種調査や

日常生活の観察に努めるよう働きか

けた。

生徒指導研修会や校長会、教頭会

を通して、ＱＵテストを始めとす

る各種調査の分析や子どもと向き

合う時間の十分な確保、日常生活

の観察に努めるよう働きかけた。

生徒指導研修会や校長会、教頭会

を通して、ＱＵテストを始めとす

る各種調査の分析や子どもと向き

合う時間の十分な確保、日常生活

の観察に努めるよう働きかけた。

生徒指導研修会や校長会、教頭会を通

して、ＱＵテストを始めとする各種調

査の分析や子どもと向き合う時間の十

分な確保、日常生活の観察に努めるよ

う働きかけた。

学校教育課

家庭・地域・関

係機関との連携

見守り隊との交流や親子行事の開催に加え、日常的にあいさつ

や共同生活活動を充実させます。

日常指導や、道徳の授業を通して指導し

た。

日常指導や、道徳の授業を通して指

導した。

日常指導や、道徳の授業を通して

指導した。

日常指導や、道徳の授業を通して

指導した。

日常指導や、道徳の授業を通して指導

した。 学校教育課

スクールカウン

セラー配置事業

【再掲】

全小中学校にスクールカウンセラーを配置して、児童生徒や保

護者の悩み、不安を受け止めて相談に当たることにより、いじ

めや不登校などの問題の未然防止を図ります。

【再掲】

継続

【再掲】

継続

【再掲】

継続

【再掲】

継続

【再掲】

継続
学校教育課

各校の実態に応じた体力向上推進計画を作

成し、一人一人に目標を持たせながら体力

向上に努めた。

各校の実態に応じた体力向上推進計

画を作成し、一人一人に目標を持た

せながら体力向上に努めた。

各校の体力向上推進計画に基づ

き、体育の時間にコオーディネー

ショントレーニングを取り入れる

とともに、一人一人に目標を持た

せながら体力向上に努めた。

各校の体力向上推進計画に基づき

体力向上に努めるとともに、コ

オーディネーショントレーニング

の研修を踏まえ体育の時間等に取

り入れることにより、心身の健や

かな成長に努めた。

各校の体力向上推進計画に基づき体力

向上に努めるとともに、コオーディ

ネーショントレーニングの研修を踏ま

え体育の時間等に取り入れることによ

り、心身の健やかな成長に努めた。

学校教育課

学校教育課と連携し実施 継続

学校教育課と連携し実施

学校教育課と連携し実施 学校教育課と連携し実施 学校教育課と連携し実施
こども育成課

運動部活動の支

援

地域人材との協力関係をつくることに加え、安心して活動に取

り組めるように体罰等の絶無を指導徹底します。

地域人材の活用、連携を図るとともに、体

罰等の絶無に向けて服務倫理委員会等の取

組を推進した。

地域人材の活用、連携を図るととも

に、体罰等の絶無に向けて服務倫理

委員会等の取組を推進した。

地域人材として部活動指導員を２

名配置し、運動部活動の支援を行

うとともに、体罰等の絶無に向け

て服務倫理委員会等の取組を推進

した。

地域人材として部活動指導員を３

名配置し、運動部活動の支援を行

うとともに、体罰等の絶無に向け

て服務倫理委員会等の取組を推進

した。

地域人材として部活動指導員を４名配

置し、運動部活動の支援を行うととも

に、体罰等の絶無に向けて服務倫理委

員会等の取組を推進した。

学校教育課

各学校の教育計画にもとづいて、食育の授

業、個別指導を実施した。

各学校の教育計画に基づき、食育の

授業、個別指導を実施

継続 継続 各学校の教育計画にもとづいて、食育

の授業、個別指導を実施した。
健康給食推進

室

・乳幼児健康診査時に保健指導・栄養指導

を実施。

・広報11月号に「子どもの肥満と生活習慣

病予防」「早寝・早起・朝ごはん」につい

て掲載予定

・乳幼児健康診査時に保健指導・栄

養指導を実施。

・広報1月号に「子どもの肥満と生

活習慣病予防」「早寝・早起・朝ご

はん」について掲載予定

・乳幼児健康診査時に保健指導・

栄養指導を実施。

・広報1月号に「子どもの肥満と生

活習慣病予防」、3月号に「早寝・

早起・朝ごはん」について掲載。

・乳幼児健康診査時に保健指導・

栄養指導を実施。

・乳幼児健康診査時に保健指導・栄養

指導を実施。

・広報1月号に「子どもの肥満を予防

しましょう」について掲載。

こども支援課

こども育成課

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

③健や

かな体

の育成

保育園、幼稚園、小・中学校において、コオーディネーション

トレーニングを導入し、バランスよく体力・運動能力を高める

ようにします。

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

②豊か

な心の

育成

食育事業の推進

子どもの体力・

運動能力向上事

業の推進

「早寝・早起き・朝ごはんの推進」を中心に、家庭に対し啓発

するとともに協力を求めていきます。

また、白河市食育推進計画に基づき、関係各課と連携し幼少期

から自ら学ぶ機会の提供や若い世代への食育を推進します。
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

継続 継続 食生活アンケートを実施

集計データを基にお便りを作成

し、家庭へ配布

食生活アンケートを実施

集計データを基にお便りを作成

し、家庭へ配布

食生活アンケートを実施

集計データを基にお便りを作成し、家

庭へ配布
こども育成課

・市内の小学6年生を対象に尿中塩分摂取

推定量の測定、希望する小学校（4校）へ

白河総合診療アカデミー医師による減塩教

育の実施

・小学生全員に「へる塩健康応援店の紹

介」啓発チラシを配布し、子どもを通じて

保護者への普及啓発

＜白河市食生活改善推進協議会＞

・白河市食生活改善推進員が児童クラブに

出向き、「バランスの良い食事について」

「朝食の大切さ」「お米ができるまでの生

産工程」について講話、リーフレットを配

布し、保護者への普及啓発

・市内の小学6年生を対象に尿中塩

分摂取推定量の測定、希望する小学

校（4校）へ白河総合診療アカデ

ミー医師による減塩教育の実施

・小学生全員に「へる塩健康応援店

の紹介」チラシを配布。子どもを通

じて保護者への減塩を普及啓発

＜白河市食生活改善推進協議会＞

・白河市食生活改善推進員が市の集

会所（2か所）へ出向き、おやこの

食育教室を実施。食育の大切さを普

及啓発

・減塩教育6回実施

・小学6年生で実施している尿中塩

分摂取推定量の測定結果に「へる

塩健康応援店の紹介」チラシを同

封した。

＜白河市食生活改善推進協議会＞

・コロナ禍の影響で、おやこの食

育教室は開催できなかった。その

ため、7/19の食育の日の街頭活動

で親子連れに資料を配布、また、

10/18小学校のテーブルマナー教

室の支援時にも資料を配布した。

・減塩教育７回実施

・小学6年生で実施している尿中塩

分摂取推定量の測定結果に「へる

塩健康応援店の紹介」チラシを同

封した。

＜白河市食生活改善推進協議会＞

・毎月１９日の食育の日の街頭活

動では、親子連れ等の買い物客

へ、バランスの良い食事、減塩、

野菜の大切さを伝えた。また、

350ｇの野菜の計量を体験し、食

を通した健康づくり活動を実施し

た。（７回実施）

・減塩教育5回実施

　うち、医師による教育３回

　　　　保健師、栄養士による教育２

回

・小学6年生で実施している尿中塩分

摂取推定量の測定結果に「へる塩健康

応援店の紹介」チラシ及び減塩に関す

るリーフレットを同封した。

＜白河市食生活改善推進協議会＞

・毎月１９日の食育の日の街頭活動で

は、親子連れ等の買い物客へ、バラン

スの良い食事、減塩、野菜の大切さを

伝えた。また、350ｇの野菜の計量を

体験し、食を通した健康づくり活動を

実施した。（７回実施）

健康増進課

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　１３校

：中学校　　６校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　14校

：中学校　　6校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　　　12校

：中学校　　　6校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　　　13校

：中学校　　　8校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　　　13校

：中学校　　　  7校

こども支援課

フッ化物洗口

保育園8園・幼稚園8園・認定こど

も園4園

歯科指導　8園実施

フッ化物洗口

保育園4園・幼稚園9園・認定こど

も園4園

歯科指導

保育園4園・幼稚園9園・認定こど

も園4園

【再掲】

フッ化物洗口

保育園4園・幼稚園9園・認定こども

園4園

歯科指導

保育園4園・幼稚園9園・認定こども

園4園

こども育成課

フッ化物洗口実施校

：小学校　１３校

：中学校　　７校

フッ化物洗口実施校

：小学校　１３校

：中学校　　７校

フッ化物洗口実施校

：小学校　12校

：中学校　　6校

フッ化物洗口実施校

：小学校　1３校

：中学校　　８校

【再掲】

フッ化物洗口実施校

：小学校　1３校

：中学校　　7校

学校教育課

学校経営の充実 保護者や地域の方々がより授業や行事に参加できるよう工夫

し、開かれた学校づくりに努めます。

コロナ禍のため、授業参観や行事には参加

人数の制限を設けたが「新しい生活様式」

を踏まえ、できる限り参加してもらえるよ

うに工夫した。

コロナ禍のため、授業参観や行事に

は参加人数の制限を設けたが「新し

い生活様式」を踏まえ、できる限り

参加してもらえるように工夫した。

コロナ禍のため、授業参観や行事

では一定の制限を設けたが「新し

い生活様式」を踏まえ、保護者や

地域の方々が参加できるように工

夫した。

一部の行事では規模の縮小等、実

施方法等について見直しがなされ

たが、授業参観をはじめ多くの行

事については概ねコロナ前の状況

に近い形で実施することができ

た。

一部の行事では規模の縮小等、実施方

法等について見直しがなされたが、授

業参観をはじめ多くの行事については

概ねコロナ前の状況に近い形やよりよ

い形で実施することができた。

学校教育課

フッ化物歯面塗布、フッ化物洗口事業や歯科衛生士の活用を図

り、口腔の健康管理に理解を深め実践につなげます。

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

③健や

かな体

の育成

口腔の健康管理

【再掲】

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

④信頼

される

学校づ

くり

食育事業の推進 「早寝・早起き・朝ごはんの推進」を中心に、家庭に対し啓発

するとともに協力を求めていきます。

また、白河市食育推進計画に基づき、関係各課と連携し幼少期

から自ら学ぶ機会の提供や若い世代への食育を推進します。
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

「市民共学」出

前講座の活用

「市民共学」出前講座の活用を促進するため、各種会議等で講

座のＰＲを行い、実施件数の増加に努めます。

「市民共学」出前講座をHP等に掲載しPR

に努めた。

開設講座11６講座

実施件数５２件

「市民共学」出前講座をHP等に掲載

しPRに努めた。

開設講座102講座

実施件数42件

「市民共学」出前講座をHP等に掲

載しPRに努めた。

開設講座：103講座

実施件数：58件

「市民共学」出前講座をHP等に掲

載しPRに努めた。

開設講座：108講座

実施件数：65件

「市民共学」出前講座をHP等に掲載

しPRに努めた。

開設講座：111講座

実施件数：83件

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

学校施設の有効

活用

地域の要請に応じ、積極的に有効活用を図ります。 継続 継続 継続 継続 継続
学校教育課

学校運営協議会

の活用

学校運営協議会の運営をより充実させるとともに、地域住民等

に学校活動を知ってもらう機会を増やすことで、学校評価が経

営ビジョンに反映されるようにします。

継続 継続 継続 継続 継続

学校教育課

学校施設の整備 安全で豊かな学校環境を提供するために、老朽校舎の改修な

ど、学校施設の整備を適切に行います。

老朽校舎の改築や安全性確保のための改修

等を計画的に行った。

老朽校舎の改築や安全性確保のため

の改修等を計画的に行った。

老朽校舎の改築や安全性確保のた

めの改修等を計画的に行った。

白二中改築、白三小改修

老朽校舎の改築や安全性確保のた

めの改修等を計画的に行った。

白二中改築、白三小改修

老朽校舎の改築や安全性確保のための

改修等を計画的に行った。

白三小改修
教育総務課

教職員の資質の

向上

積極的に研修に取り組み、その成果を教員同士が共有できるよ

うにします。

白二小、みさか小、白二中で研究公開を実

施し、研修に取り組むことができた。

白一小、白河中央中、白二中で研究

公開を実施し、研修に取り組むこと

ができた。

白河一小、白河三小、白河二中で

研究公開を実施し、研修に取り組

むことができた。

白河二小、白河中央中で研究公開

を実施し、研修に取り組むことが

できた。

白河二小、白河三小、白河二中で研究

公開を実施し、研修に取り組むことが

できた。
学校教育課

安全管理の推進 毎月の安全の日に安全点検を実施するとともに、日常の安全管

理を徹底し児童生徒の事故防止に努めます。

全小・中学校で、安全点検を実施し、児童

生徒の事故防止に努めている。

全小・中学校で、安全点検を実施

し、児童生徒の事故防止に努めてい

る。

全小・中学校で、定期的に安全点

検を実施し、児童生徒の事故防止

に努めている。

全小・中学校で、定期的に安全点

検を実施し、児童生徒の事故防止

に努めている。

全小・中学校で、定期的に安全点検を

実施し、児童生徒の事故防止に努めて

いる。
学校教育課

３年保育の実

施・充実

公立幼稚園８園、私立幼稚園５園すべてにおいて３年保育を実

施しており、今後も幼児期の発達段階に応じた教育内容・方法

などの充実に努めます。

継続 継続 令和4年9月1日時点

3歳児243名、4歳児276名、5歳児

311名

令和6年3月１日時点

3歳児187名

4歳児248名

5歳児263名

令和７年3月１日時点

3歳児181名

4歳児194名

5歳児244名
こども育成課

教職員の資質の

向上

西白幼稚園教育研究協議会の研究テーマに基づき、毎月１回の

現職教育を行い、園外研修についても積極的に参加します。

継続 継続 新型コロナウィルス感染症防止の

ため不参加

各園の課題を解決するよう、話し

合いを設け、園外研修も積極的に

参加した。

各園の課題を解決するよう、話し合い

を設け、園外研修も意欲的に参加し

た。

こども育成課

教育環境の充実 園児が自発的、主体的な態度を養うことができるように、興味

を持って取り組める教材、遊具等の整備を図ります。

継続 継続 ひがし幼稚園の園庭に遊具5台設置 白坂・五箇・大信幼稚園の遊具の

修繕と、五箇・大信幼稚園の砂場

の修繕を実施

白坂幼稚園の遊戯室のシロアリ被害箇

所の修繕を実施 こども育成課

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

⑤幼児

教育の

充実

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

④信頼

される

学校づ

くり
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

施設の整備 幼児教育の質的変化や新たな施策に対応するため、長期的な幼

児数の変動を把握し、適正な施設の整備に努めます。

令和３年１月ひがし保育園新園舎完成 令和3年8月旧ひがし保育園解体工事

実施

みのり保育園に防犯カメラを設置

認定こども園ぼだい樹・西こども

園・さくらの木に対し防犯カメラ

設置の補助を実施

全保育園及び表郷・大信・ひがし

幼稚園にICT保育業務支援システム

を導入

・（仮）表郷こども園建設事業の

基本設計を実施

・さくら保育園の給食室に食洗器

を導入

・公立幼稚園の送迎バスに安全装

置取付

・私立こども園の送迎バスに安全

装置取付のための補助金を交付

・白二小第二児童クラブを整備

・（仮）表郷こども園建設事業実施設

計

・大沼・白坂・五箇・関辺幼稚園に

ICTシステム導入（WiFi・コドモン）

・白五小第二児童クラブを白河第五小

食堂の一部を改修し、移転。白五小児

童クラブと統合

・児童クラブにICTシステム導入

（WiFi・コドモン）

.わかば保育園の牛乳保冷庫・ガス

テーブルを交換

・さくら保育園の冷凍冷蔵庫を交換

こども育成課

施設の維持管理 幼児教育にふさわしい環境づくりを目指し、施設の維持管理に

努めるとともに、設備の充実を図ります。

継続 保育園　23箇所

幼稚園　25箇所

児童クラブ　4箇所　修繕実施

保育園　19箇所

幼稚園　25箇所

児童クラブ　4箇所　修繕実施

保育園　20箇所

幼稚園　31箇所

児童クラブ　8箇所　修繕実施

保育園　34箇所

幼稚園　18箇所

児童クラブ　16箇所　修繕実施 こども育成課

小学校から幼稚園に出むいて幼児の様子を

把握するようにしている。

小学校から幼稚園に出むいて幼児の

様子を把握するようにしている。

小学校から幼稚園に出むいて幼児

の様子を把握するようにしてい

る。

幼・小連携を進めると共に、教職

員研修でも小・中学校教員が幼稚

園で体験研修を行った。

幼・小連携を進めると共に、教職員研

修でも小・中学校教員が幼稚園で体験

研修を行った。
学校教育課

継続 継続 継続 継続 幼保小連携事業参加　８回
こども育成課

私立幼稚園への

振興助成

私立幼稚園の幼児教育の振興を図るため、市内の各幼稚園に対

し助成金の支給を行います。

継続 継続 3,003,900円助成 2,724,000円助成 2,528,000円助成

こども育成課

教育委員会で該当園児の実態把握に努めて

いる。家庭児童相談員による教育相談を実

施している。

教育委員会で該当園児の実態把握に

努めている。家庭児童相談員による

教育相談を実施している。

教育委員会で該当園児の実態把握

に努めている。家庭児童相談員に

よる教育相談を実施している。

教育委員会で該当園児の実態把握

に努めている。家庭児童相談員に

よる教育相談を実施している。

教育委員会で該当園児の実態把握に努

めている。家庭児童相談員による教育

相談を実施している。

学校教育課

教育委員会と連携して実施 継続

教育委員会と連携して実施

教育委員会と連携して実施 教育委員会と連携して実施 すこやか相談会に移行（R6から）
こども育成課

子育て学習講座

事業の推進

「白河市幼・小・中・高ＰＴＡの集い」と連携しながら、保護

者等に対して家庭教育に関する学習機会を提供し、家庭の教育

力の向上を目指すとともに、父親の家庭教育参加の機会としま

す。

コロナにより中止 事業廃止 廃止 生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

家庭教育学級の

開催

人間性豊かな子どもを育てる基盤となる家庭教育の充実に向け

て、家庭教育学級を継続して実施します。

市内幼稚園、保育園や小、中学校３７園校

で家庭教育学級を開催した。

参加人数延べ2,550人

市内保育園6園、幼稚園8園、小学校

13校、中学校8校において、年間を

通じて家庭教育学級を開催した。

市内保育園5園、幼稚園8園、小学

校13校、中学校8校において、年

間を通じて家庭教育学級を開催し

た。

市内保育園5園、幼稚園8園、小学

校13校、中学校8校において、年

間を通じて家庭教育学級を開催し

た。

市内保育園5園、幼稚園8園、小学校

13校、中学校7校において、年間を通

じて家庭教育学級を開催した。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

（７）

子ども

の生き

る力と

思いや

りを育

む教育

の充実

⑤幼児

教育の

充実

保育園、幼稚園

と小学校の連携

教職員の交流に加え、「指導要録」や「保育要録」の記載事項

での児童理解を深め連携を図ります。

（８）

家庭や

地域の

教育力

の向上

①家庭

養育へ

の支援

の充実

障がい児教育の

充実

市内の幼稚園において心身の発達に不安のある子どもの教育相

談や教育の充実に努めます。
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

ブックスタート

事業

１歳児健康診査時に、絵本の読み聞かせと絵本のプレゼントを

実施し、母親等が絵本を通して子どもとの関わりを学ぶ機会を

提供します。

年12回　389人

ボランティア　5人

新型コロナ対策のため、絵本のプレゼント

のみ実施し、読み聞かせとボランティア活

動は実施せず。

年12回　370人

ボランティア　5人

新型コロナ対策のため、絵本のプレ

ゼントのみ実施し、読み聞かせとボ

ランティア活動は中止したが、10月

より、職員による読み聞かせや説明

を実施。また、図書資料の展示を

行った。

年12回　370人

ボランティア　4人

コロナ対策のため、ボランティア

の参加は見送り。職員による大型

絵本の読み聞かせや説明を実施

し、絵本のプレゼントを行った。

また、図書資料の展示を行った。

年12回　285人

ボランティア　4人

コロナ対策のため、ボランティア

の参加は見送り。職員による大型

絵本の読み聞かせや説明を実施

し、絵本のプレゼントを行った。

また、図書資料の展示を行った。

年12回　219人

ボランティア　4人

コロナ対策のため、ボランティアの参

加は見送り。職員による大型絵本の読

み聞かせや説明を実施し、絵本のプレ

ゼントを行った。また、図書資料の展

示を行った。

図書館

コミュニティ活

動への支援

コミュニティ活動を支援するために、「市民共学」出前講座の

活用を促進します。

「市民共学」出前講座をHP等に掲載しPR

に努めた。

開設講座11６講座

実施件数５２件

「市民共学」出前講座をHP等に掲載

しPRに努めた。

開設講座102講座

実施件数42件

【再掲】

「市民共学」出前講座をHP等に掲

載しPRに努めた。

開設講座：103講座

実施件数：58件

【再掲】

「市民共学」出前講座をHP等に掲

載しPRに努めた。

開設講座：108講座

実施件数：65件

「市民共学」出前講座をHP等に掲載

しPRに努めた。

開設講座：111講座

実施件数：83件

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

子育て支援・地

域活動事業【再

掲】

市内の認可保育園12園で毎月１、２回、保育園を開放し、未就

園親子を中心に触れあい遊びや育児相談を行います。

【再掲】継続 【再掲】継続 【再掲】

実施園　4園

延べ26回実施

【再掲】

実施園　11園

延べ75回実施

【再掲】

実施園　11園

延べ147回実施
こども育成課

学校施設の開放 スポーツの振興と地域行事への活用のため、学校施設開放事業

を実施します。

市立学校２３校の体育館及び校庭を学校教

育に支障のない範囲で開放した。

体育館：のべ37,744人

校庭：のべ22,891人

市立学校２３校の体育館及び校庭を

学校教育に支障のない範囲で開放し

た。

体育館：のべ48,143人

校庭：のべ13,997人

市立学校２３校の体育館及び校庭

を学校教育に支障のない範囲で開

放した。

体育館：64団体

校　庭：15団体

市立学校21校の体育館及び校庭を

学校教育に支障のない範囲で開放

した。

体育館：65団体

校　庭：18団体

市立学校18校の体育館及び校庭を学

校教育に支障のない範囲で開放した。

体育館：91団体

校　庭：23団体 教育総務課

スポーツ教室の

開催

各種スポーツ教室に加え、幼児・児童を対象としたスポーツ教

室を企画し、幼児期から身体を動かしスポーツを楽しむ機会を

提供するとともに、スポーツを通して親子の触れあいが図られ

る等の内容を充実させ、心身ともに健全な青少年の育成への一

助とします。

小・中学生向けの教室を中心に38の教室を

開催した。（通年の教室を含む。）

参加人数：のべ8,970人

各種スポーツ教室を開催し、スポー

ツを楽しむ機会を提供した。

総開催回数：733回

総参加者数：11,411人

各種スポーツ教室を開催し、ス

ポーツを楽しむ機会を提供した。

総開催回数：885回

総参加者数：12,669人

各種スポーツ教室を開催し、ス

ポーツを楽しむ機会を提供した。

総開催回数：955回

総参加者数：14,448人

各種スポーツ教室を開催し、スポーツ

を楽しむ機会を提供した。

総開催回数：1,053回

総参加者数：16,933人

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~スポー

ツ振興課）

スポーツ少年団

活動への支援

スポーツ少年団は、スポーツ活動を中心に奉仕活動や文化活動

を通して、心身の健全な育成が図られることから、スポーツ少

年団本部加盟団体に対し、必要な支援を行います。

加盟団体：35団体

育成費交付額：420,000円

白河市スポーツ少年団本部登録団体

への支援を行った。

登録団体：36団体

育成費交付額：432,000円

白河市スポーツ少年団本部登録団

体への支援を行った。

登録団体：37団体

育成費交付額：444,000円

白河市スポーツ少年団本部登録団

体への支援を行った。

登録団体：35団体

育成費交付額：420,000円

白河市スポーツ少年団本部登録団体へ

の支援を行った。

登録団体：35団体

育成費交付額：420,000円

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~スポー

ツ振興課）

子ども会育成支

援事業

「福島県子ども会安全会」の保険加入手続きや青少年育成関係

事業の情報提供を行うなどの支援を行います。

「福島県子ども会安全会」の保険加入手続

きや青少年育成関係事業の情報提供を行っ

た。

「福島県子ども会安全会」の保険加

入手続きや青少年育成関係事業の情

報提供を行った。

「福島県子ども会安全会」の保険

加入手続きや青少年育成関係事業

の情報提供を行った。

「福島県子ども会安全会」の保険

加入手続きや青少年育成関係事業

の情報提供を行った。

「全国子ども会安全共済会」の保険加

入手続きや青少年育成関係事務の情報

提供を行った。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

「白河市幼・

小・中・高ＰＴ

Ａの集い」の開

催

教育力の向上と地域コミュニティづくりを目的として、市内の

保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校のＰＴＡ関係者が一堂

に会し、様々な教育上の問題についての情報交換や研修会を実

施します。

コロナにより中止 事業廃止 事業廃止 生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

青少年育成関係

団体への支援

ボーイスカウト福島連盟白河第１団の活動に対して支援を行い

ます。

活動報償費交付額

４０，０００円

活動報償費交付額

20,000円

ボーイスカウトが行う事業に対し

支援を行った。

事業実施団体：１団体

活動報償費：20,000円

ボーイスカウトが行う事業に対し

支援を行った。

事業実施団体：１団体

活動報償費：20,000円

ボーイスカウトの活動がなかったた

め、活動報償費の支払いは行わなかっ

た。

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

（８）

家庭や

地域の

教育力

の向上

①家庭

養育へ

の支援

の充実

（８）

家庭や

地域の

教育力

の向上

②地域

の教育

力の向

上
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4 子どもが心身ともに健やかで明るく育つまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策 概　要

実施状況

白河市体育協会

活動の支援

各種スポーツ教室や市民総合体育大会の企画運営を行ってお

り、幼児から高齢者までスポーツに親しむ機会を提供するとと

もに、家族ぐるみで参加できるスポーツのイベントを開催して

います。さらなる活動充実のため、支援を行います。

継続 廃止 廃止 生涯学習ス

ポーツ課

（R7~生涯学

習課）

総合型地域ス

ポーツクラブの

支援

クラブ運営は、地域住民の主体的な参加を通じて行われるた

め、地域住民の連携・協働を促し、公正で福祉豊かな地域社会

を構築する上で重要な意義を有します。このため、クラブの自

主事業及び未設置の地域がクラブを立ち上げる際に支援を行い

ます。

継続 継続 総合型地域スポーツクラブ等が行

う事業に対し支援を行った。

事業実施団体：1団体

補助金交付額：50,000円

総合型地域スポーツクラブ等が行

う事業に対し支援を行った。

事業実施団体：２団体

補助金交付額：62,000円

総合型地域スポーツクラブ等が行う事

業に対し支援を行った。

事業実施団体：1団体

補助金交付額：50,000円

生涯学習ス

ポーツ課

（R7~スポー

ツ振興課）

次世代を担う子ども達に継続的に芸術文化に触れる機会を提供

し、感動を体験させることは人材育成の面からも非常に効果が

あることから、日常的に芸術文化に触れ親しむ機会の拡充を図

ります。

また、保育・教育活動のために施設を利用する場合には、文化

活動支援のため使用料を免除します。

夏休みの企画として「仙台フィルと遊ぼ

う！」、2月には親子向けの「しらかわ

Springクラシックコンサート」を開催し、

体験活動や鑑賞の機会を創出しました。

夏休みの企画として、仙台フィルに

よるコンサートや楽器クリニック、

HIP-HOPダンスのワークショップな

どを開催し、体験活動や鑑賞の機会

を設けました。

①こどものための夏休み

恐竜パーク（7/30）、君が王様！

ミュージカルをやってみよう！

（8/12）、人形劇団プーク「エル

マーのぼうけん」、オペラシア

ターこんにゃく座（11/13）

②まちなか音楽３Days（10/8～

10/10）

③使用料の免除件数（9件）

①子どものための夏休み（8/11～

8/13）

・タップダンスのワークショップ

＆ライブ

・ケロポンズファミリーコンサー

ト

・親子で楽しむタニケンバンド

②まちなか音楽３Days（10/7～

10/9）

③使用料の免除件数（11件）

①きかんしゃトーマス　ファミリー

ミュージカル（8/11）

②NHKファンターネ小劇場

（12/14）

③まちなか音楽３Days（10/12～

10/14）

④使用料の免除件数

・幼稚園（1件）

・小学校（3件）

・中学校（7件）

・高校（6件）

文化振興課

白河文化交流館コミネスを拠点に、舞台芸術作品の公演と子育

て支援関係の事業をタイアップさせ、妊婦や育児をしている母

親への心身のフォローアップを図ります。

マタニティコンサート「音楽のお

くりもの」（7/24）

マタニティ＆コンサート「音楽のおく

りもの」（5/13）
文化振興課

（８）

家庭や

地域の

教育力

の向上

②地域

の教育

力の向

上

白河文化交流館

の活用
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5 子どもたちの人権を尊重するまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度

子どもの人権等

に関する普及啓

発の促進

文部科学省「人権教育指導方法等の在り方について」をもとに、

各学校での実践につながるよう指導します。

継続 継続 各校で人権教室を実施したり、人権

作文コンクールに応募したりするな

どして啓発を図った。

各校で人権教室を実施したり、人権

作文コンクールに応募した他、啓発

資料の配付・活用を行った。

各校で人権教室を実施したり、人権作文

コンクールに応募した他、啓発資料の配

付・活用を行った。 学校教育課

子どもの声を生

かしたまちづく

りの推進

まちづくりに子どもの意見や要望を反映するために、企画や意見

の発表の場を提供できるよう環境整備に努めます。

継続 継続 継続 継続 継続

関係各課

【新規】

こども家庭セン

ターの運用

令和3年10月「白河市子ども家庭総合支援拠点」設置。

虐待予防のための早期対応から発生時の迅速な対応、虐待を受け

た子どもの自立支援等に至るまで、切れ目ない支援を行う。

・10月1日こども未来室こども

支援課内に設置。

・県のｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ事業を活用し、

研修会の開催、先進地視察研修

等を行った。

・庁内関係部署や要保護児童対

策調整機関などと連携しより良

い運用に努めた。

・市民へ虐待と相談窓口を周知

するためリーフレットを全戸配

布した。

・庁内関係部署や要保護児童対策調

整機関などと連携しより良い運用に

努めた。

・市民へ虐待と相談窓口を周知する

ためリーフレットを全戸配布した。

・庁内関係部署や要保護児童対策調

整機関などと連携し、より良い運用

に努めた。

令和6年4月に、これまでの「子育て世

代包括支援センター」と「子ども家庭総

合支援拠点」を一体化し、「こども家庭

センター」として、全ての妊産婦・子育

て家庭・こどもへの新たな支援体制をス

タートさせ、関係機関と連携を図りなが

ら、実情に応じた切れ目ない支援につな

げた。

こども支援課

要保護児童対策

地域協議会の推

進

児童福祉法による法定協議会である「白河市要保護児童対策地域

協議会」では、代表者会議、実務者会議及びケース検討会議を開

催します。また、市内の小中学校、幼稚園・保育園に通う全ての

児童・生徒に、チラシを配布し、児童虐待の啓発を図ります。各

構成機関の連携のもと、児童の虐待防止と健全育成に努め、地域

全体で子育て支援を推進し、要保護児童への対応等きめ細かな取

組を進めます。

継続 継続 継続 継続 継続

こども支援課

虐待の発生予防 児童虐待の発生を予防するため、日常的な育児相談機能の強化や

養育者が精神的にも肉体的にも最も支援を必要とする出産後間も

ない時期を中心とした母子保健事業の強化を図ります。

乳幼児訪問事業及び養育支援

訪問事業を実施。

養育支援訪問　49件

乳幼児訪問事業及び養育支援訪

問事業を実施。

養育支援訪問　31件

乳幼児訪問事業及び養育支援訪問事

業を実施。

養育支援訪問　46件

乳幼児訪問事業及び養育支援訪問事

業を実施。

養育支援訪問　45件

26世帯　延81人

こども支援課

虐待の早期発

見・早期対応

虐待の早期発見・早期対応を進めるため、白河っ子応援センター

における妊娠期からの切れ目ない支援の充実や幼稚園、保育園及

び児童クラブ等との連携を図ります。

継続 継続 継続 継続 継続

こども支援課

虐待に関する相

談支援体制の充

実

虐待に関する相談については、児童相談所に加え、令和元年９月

に開所した児童家庭支援センターとも連携し、支援体制の充実を

図ります。

継続 継続 継続 継続 継続

こども支援課

担当課

（１）

子ども

の人権

尊重

基本

施策
施 策

実施状況
概　要

（２）

児童虐

待防止

対策の

充実
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5 子どもたちの人権を尊重するまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策

実施状況
概　要

ホームスタート

事業【再掲】

未就学児の子どもがいる世帯を対象に、地域の子育て経験者

（ホームビジター）が家庭を訪問し、傾聴と育児や家事を協働し

て行うことにより、ネグレクト（育児放棄）等の虐待防止及び早

期発見、並びに親の地域社会との関わりを手助けすることによ

り、孤立化防止など要保護児童対策を図ります。

【再掲】

登録者数

オーガナイザー　3人

ホームビジター　36人

訪問回数　16家庭（延べ90

回）

【再掲】

登録者数

オーガナイザー　3人

ホームビジター　37人

訪問回数　18家庭（延べ123

回）

【再掲】

登録者数

オーガナイザー　3人

ホームビジター　36人

訪問回数　15家庭（延べ82回）

【再掲】

登録者数

トラスティー兼オーガナイザー　１人

オーガナイザー　３人

ホームビジター　２７人

訪問回数　13家庭（延べ77回）

【再掲】

登録者数

トラスティー兼オーガナイザー　1人

オーガナイザー　3人

ホームビジター　23人

訪問回数　20家庭（延べ111回）

こども支援課

各校の必要に応じて、SCを派

遣した。

各校の必要に応じて、SCを派遣

した。

各校において教育相談の充実を図る

とともに、各校の必要に応じて、

SCを派遣した。

各校において教育相談の充実を図る

とともに、各校の必要に応じて、

SCやSSWを派遣した。

各校において教育相談の充実を図るとと

もに、各校の必要に応じて、SCやSSW

を派遣した。
学校教育課

継続 継続 継続 継続 継続
こども支援課

療育体制の整備 障がい児に対する療育体制を整備するために、保健・医療・福

祉・教育等の連携の強化を図ります。

継続 継続 継続 継続 継続

社会福祉課

障がい児の在宅

生活支援

障がいを有する児童が地域生活をしやすいように、家庭介護の状

況により、ホームヘルプサービスや介護者の一時的用事のため介

護できない場合に短期入所を提供します。

また、療育指導が必要な児童に対し、児童通所支援施設におい

て、児童発達支援などのサービスを提供すると共に、一人ひとり

の抱える課題を適切に解決するために障がい児相談を支援しま

す。

障がい福祉サービス

（実績）2人

障がい児通所支サービス

（実績）　253人

障がい福祉サービス

（実績）４人

障がい児通所支サービス

（実績）　275人

障がい福祉サービス

（実績）5人

障がい児通所支サービス

（実績）　277人

障がい福祉サービス

（実績）5人

障がい児通所支サービス

（実績）　303人

障がい福祉サービス

（実績）4人

障がい児通所支援サービス

（実績）　272人

社会福祉課

就学前の障がい

児の発達支援の

無償化

子育て世帯を応援するため、3歳から5歳までの障がい児が利用

する児童発達支援等のサービスについて、利用者負担を無償化し

ます（令和元年10月1日～）。

無償化対象児童数（実績）

94人（R2.4.1～R3.3.31）

無償化対象児童数（実績）

106人（R3.4.1～R4.3.31）

無償化対象児童数（実績）

110人（R4.4.1～R5.3.31）

無償化対象児童数（実績）

105人（R5.4.1～R6.3.31）

無償化対象児童数（実績）

109人 社会福祉課

（２）

児童虐

待防止

対策の

充実

（４）

障がい

児施策

の充実

（３）

子ども

の立直

り支援

相談体制の整備 被害を受けた子どもの早期発見と早期対応に努めるとともに、立

直りを支援するため、関係機関と連携したきめ細かな相談体制の

整備に努めます。スクールカウンセラーの派遣を今後も継続しま

す。
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5 子どもたちの人権を尊重するまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策

実施状況
概　要

白河っ子応援事

業【再掲】

保育園・幼稚園の４歳児を対象にすこやか相談会やフォローアッ

プ訪問を開催します。

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：39回

　実施児童数：474名

・フォローアップ訪問

　回数：23回

　実施児童数：62名

・巡回相談

　回数: 34回

　実施児童数： 185名

・発達障害児支援に関する研

修会

　回数:　3回

  ペアレントトレーニング　0

回

・白河っ子応援事業連携会議

1回

・特別支援教育情報提供相談

会

　　　　　　　　   　6回　6

人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：32回

　実施児童数：441名

・フォローアップ訪問

　回数：23回

　実施児童数：64名

・巡回相談

　回数: 37回

　実施児童数： 207名

・発達障害児支援に関する研修

会

　回数:　3回

  ペアレントトレーニング　4回

  愛着霜害研修会　3回

・白河っ子応援事業連携会議 1

回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   　８回　8人

・小学校見学同行支援　　5人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：42回

　実施児童数：431名

・フォローアップ訪問

　回数：24回

　実施児童数：52名

・巡回相談

　回数: 24回

　実施児童数： 112名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回

 ・白河っ子応援事業連携会議　2回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　   3回　3人

・小学校見学同行支援　2人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：51回

　実施児童数：322名

・フォローアップ訪問

　回数：27回

　実施児童数：236名(年中児・年

長児のフォローアップ児・経過観察

児）

・巡回相談

　回数: 23回

　実施児童数：延112名

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回

・白河っ子応援事業連携会議 　2回

・特別支援教育情報提供相談会

　　　　　　　　  0回　0人

・小学校見学同行支援　延19人

【再掲】

・すこやか相談会

　回数：48回

　実施児童数：269名

・フォローアップ訪問

　回数：20回

　実施児童数：219名(年中児・年長児

のフォローアップ児・経過観察児）

・健診事後訪問

　回数: 39回　実施児童数：延232人

・発達障害児支援に関する研修会

　回数:5回　人数：15名

 ・白河っ子応援事業連携会議（支援

課・育成課・教育委員会の関係者との連

携会議）

　回数：1回　人数：7名

・小学校見学同行支援　延8人

※特別支援教育情報提供相談会は情報提

供のみ行った

こども支援課

こども育成課

20歳未満で身体又は精神に障がいを有する児童を家庭で監護、

療育している父母等を対象に特別児童扶養手当を支給します。

特別児童扶養手当受給者数

214人（Ｒ2.12.31現在）

特別児童扶養手当受給者数

223人（Ｒ3.12.31現在）

特別児童扶養手当受給者数

228人（Ｒ4.12.31現在）

特別児童扶養手当受給者数

236人（Ｒ5.12.31現在）

特別児童扶養手当受給者数

267人（Ｒ6.12.31現在） こども支援課

障がいが重度のため日常生活において常時介護を必要とする状態

にある児童には障害児福祉手当が支給されます。

障害児福祉手当　支給対象者

（実績）32人

障害児福祉手当　支給対象者

（実績）34人

障害児福祉手当　支給対象者

（実績）35人

障害児福祉手当　支給対象者

（実績）36人

障害児福祉手当　支給対象者

（実績）32人 社会福祉課

自立支援医療

（育成医療）の

助成

8歳未満（18歳以上は更生医療）の身体障がいのある児童で、障

がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待で

きる者に対して、生活の能力を得るための育成医療費を助成しま

す。

育成医療　支給対象者

（実績）13人

育成医療　支給対象者

（実績）0人

育成医療　支給対象者

（実績）1人

育成医療　支給対象者

（実績）1人

育成医療　支給対象者

（実績）1人
社会福祉課

補装具費の支給 身体に障がいのある児童が、将来社会人として自活するための育

成を助長するために、身体機能を補完・代替する補装具の交付と

修理を行います。

補装具費支給事業（実績）

21件

補装具費支給事業（実績）

26件

補装具費支給事業（実績）

24件

補装具費支給事業（実績）

19件

補装具費支給事業（実績）

25件 社会福祉課

地域生活支援事

業

単独では外出困難な障がい児が、社会生活上必要不可欠な余暇活

動や社会参加等のための外出を支援するために、ガイドヘルパー

による移動の介助及び介護を伴う場合の移動支援や日中において

監護する者がいないため、一時的に見守りが必要な児童や日常的

に介護している家族等の一時的休息を計るための日中一時支援を

提供します。

また、障がい児の日常生活がより円滑に行われるよう日常生活用

具の給付等を行います。

移動支援（実績） 5人

日中一時支援（実績） 15人

日常生活用具給付（実績）13

件

移動支援（実績） 6人

日中一時支援（実績） 20人

日常生活用具給付（実績）9件

移動支援（実績） 6人

日中一時支援（実績） 18人

日常生活用具給付（実績）8件

移動支援（実績） 7人

日中一時支援（実績） 17人

日常生活用具給付（実績）10件

移動支援（実績） 8人

日中一時支援（実績） 11人

日常生活用具給付（実績）3件 社会福祉課

特別児童扶養手

当等の支給

（４）

障がい

児施策

の充実
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5 子どもたちの人権を尊重するまち

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度
担当課

基本

施策
施 策

実施状況
概　要

特別支援学級児

童生徒の適正な

就学

子ども一人ひとりに対する日常生活における観察の充実、変容の

把握に努めます。

支援員を配置するとともに、

個別の教育支援計画・指導計

画の作成を依頼した。

各校の必要に応じて、SCを派遣

した。

各校の必要に応じて、関係職員を派

遣した。

各校の必要に応じて、指導主事等を

派遣した。

各校の必要に応じて、指導主事等を派遣

した。 学校教育課

特別支援教育の

推進

学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障がい（ＡＤＨＤ）、高

機能自閉症等、教育や療育に特別のニーズのある子どもについ

て、教員の資質向上のために研修の機会を持つとともに個別のか

かわりへの支援をします。

コロナのため、支援員研修会1

回、担当者会議は書面開催

支援員研修会・・３回実施

担当者会議・・書面開催

支援員研修会・・３回実施

担当者会議・・１回実施

支援員研修会・・３回実施

担当者会議・・１回実施

支援員研修会・・２回実施予定

特別支援学級担任研修会・・１回実施予

定

担当者会議・・１回実施予定
学校教育課

（４）

障がい

児施策

の充実
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